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壬生町各部の運営紹介壬生町各部の運営紹介壬生町各部の運営紹介令和６年度

壬生町の部編成
　総務部、住民福祉部、産業生活部、建設部、教育委員会事務局、他

町の経営資源
　①全職員数　252人
　　※町長・副町長・教育長・短時間再任用・短時間任期付・
　　　非常勤職員は除く

27,282,691 千円

15,350,000 千円
3,843,326 千円
3,424,468 千円
658,202 千円
3,001 千円

992,171 千円
3,011,523 千円

②令和６年度当初予算額

　内訳）一般会計
国民健康保険特別会計　
介護保険事業特別会計　
後期高齢者医療特別会計
奨学資金特別会計　　  
水道事業会計　　　　　
下水道事業会計

こんな町に
住みたいな！
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壬生町各部の運営紹介

令和５年度下半期
町の財政状況報告

まちトピ

年金未納をストップ！

町民税・県民税・森林環境税
税額決定・納税通知書の送付
について

　 壬生町の少子化対策・子育
　 て施策

会員募集

各課からのお知らせ

児童館・子育て支援センター
からのおしらせ

６月16日～７月15日カレンダー

目　次

表紙写真：子育て支援センターつばめでの、あ
そびの広場の様子です。本誌16、17ページに町
の少子化対策・子育て施策を掲載していますの
でぜひご覧ください。

主な取組み
　●ＧＩＧＡスクール構想に基づく、情報教育の推進に努めます。
　●不登校の未然防止と改善に努めます。
　●国際社会をたくましく生きる英語力に優れたグローバルな人づくりを目指します。
　●歴史・文化・伝統に関する施策を実施し、町民の郷土愛の醸成を図ります。
　●全国藩校サミット開催記念「壬生藩校学習館祭り」を開催します。
　●町民のスポーツ参加機会の提供と健康意欲の高揚のため「ゆうがおマラソン大会」を
      開催します。
　●国体開催競技のスポーツクライミングを普及させるイベントを開催します。
各課の特徴的な施策
学 校 教 育 課　小規模特認校の推進、壬生型幼保小中高連携一貫教育の推進、情報教育
　　　　　　　　推進事業、英語力向上推進事業、オンライン英会話、英語検定受験料の
　　　　　　　　全額補助、中学校体育館空調設置事業、みぶっ子すくすくランチサポー
　　　　　　　　ト事業、中学生海外派遣推進事業、リーディングDXスクール事業
生 涯 学 習 課　放課後子ども教室事業、家庭教育の推進、休日の中学生部活動地域移行事
　　　　　　　　業、みぶっ子心のきらめき表彰、中学生及び青少年による地域活動の推進、
　　　　　　　　みぶ論語検定の実施、壬生古墳群史跡整備事業、音楽鑑賞会等公演事業
スポーツ振興課　スポーツクライミングの普及促進、ゆうがおマラソン大会開催、郡市町
　　　　　　　　駅伝大会および小学生駅伝大会出場選手育成

教育委員会事務局 構　　成　学校教育課、生涯学習課、スポーツ振興課
経営資源　①職員数30人（全職員の11.9%）
　　　　　　②令和６年度当初予算額　1,138,700千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（全予算額の4.2%）

建設部
主な取組み
　●道路の適切な維持管理に努め、安全で利便性の高い道路環境を提供します。
　●新しいまちづくりに寄与するため、六美町北部土地区画整理事業を支援します。
　●安全で安心な水道水の安定供給を図るため、水道施設等の耐震化を推進します。
　●管路等の整備や処理施設の改築更新を行い、適正な水質保全に努めます。
各課の特徴的な施策
建　設　課　町道の修繕・保全、重要物流道路改良事業、空家対策
都市計画課　六美町北部土地区画整理支援事業、国谷駅前広場整備事業、地域公共交
　　　　　　通事業、スマートＩＣ整備事業
水　道　課　水道施設の耐震化、耐震管路の整備、適正な水質の管理
下 水 道 課　水処理センター改築更新、雨水管及び汚水管の整備、家庭用浄化槽設置
　　　　　　および撤去費用・雨水貯留施設設置費用の一部補助

構　　成　建設課、都市計画課、水道課、下水道課
経営資源　①職員数45人（全職員の17.9%）
　　　　　　②令和６年度当初予算額　5,430,197千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　（全予算額の19.9%）
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主な取組み
　●災害時における防災体制の充実・強化を図ります。
　●時代の変化に迅速・的確に対応できる人材育成を推進します 。
　●「壬生町第６次総合振興計画」および「第２期壬生町創生総合戦略」に基づき、SDGs の推進や人口減
　　少に対応した 持続可能なまちづくりを推進します。
　●デジタル化を推進するとともに、情報セキュリティの強靭化を図り個人情報保護の徹底に努めます。
　●町税等の現年度分および滞納繰越分について、収納率（額）の向上を図ります。
各課の特徴的な施策
総　務　課　消防団員の確保、防災士・自主防災組織の育成、電気自動車の導入　
総合政策課　壬生町第７次総合振興計画策定事業、東京サテライトオフィス事業、DX の推進
税　務　課　都市計画税の課税ゼロ

総務部

住民福祉部
 

構　　成　総務課、総合政策課、税務課
経営資源　①職員数53人（全職員21％）
　　　　　　②令和６年度当初予算額　5,786,107千円（全予算額の 21.2％）

主な取組み
　●特定健診の受診率向上を進め、健康寿命の延伸を図ります。
　●高齢者の保健事業と介護予防との一体的実施を推進しフレイル予防に努めます。
　●自治会での見守りチームの充実を図り、高齢者見守りネットワークを強化します。
　●みぶまち獨協健康大学事業を推進し、卒業生（健康リーダー）による地域貢献を図ります。
　●子育て世代が安心して子どもを産み育てられる環境を整えるため、関連事業の推進を図ります。
　●帯状疱疹ワクチンの接種費用の一部助成を開始します。
各課の特徴的な施策
住　民　課　かんたん窓口システムの運用、マイナンバーカード交付事業、特定健診・特定保健指導
健康福祉課　重層的支援体制整備事業、 地域包括支援センターの365日・24時間対応、予防接種事業、健康長
　　　　　　　寿のまちづくり推進事業
　　　　　　　こども医療費の助成、発達支援児保育事業、放課後児童健全育成事業、母子保健事業、不妊・不育
　　　　　　　治療費助成事業、入学準備子育て応援券配布、結婚新生活支援事業、出産・子育て応援事業、病児
　　　　　　　保育事業、使用済みおむつ処理費用補助事業、こども家庭センター運営、保育施設等の整備

構　　成　住民課、健康福祉課、こども未来課
経営資源　①職員数79人（全職員の 31.3％）
　　　　　　②令和６年度当初予算額　12,857,686千円（全予算額の 47.1%）

産業生活部

○柊あおいc

構　　成　農政課、商工観光課、生活環境課
経営資源　①職員数33人（全職員の 13.1%）
　　　　　　②令和６年度当初予算額　1,941,424 千円（全予算額の 7.1%）

その他の課、局
主な取組み
　会　　計　　課
　議 会 事 務 局

　監査委員事務局

　農業委員会事務局

収入支出等の適正かつ迅速な事務処理を進めます。
タブレット使用によるICTを活用し、議会の機能が十分に発揮できるように円滑な
議会運営に努めます。
職員の意識改革と業務効率化および法令遵守が徹底されるように監査機能の充実を
図ります。
農地法に基づく許認可業務を適正に行います。
農業委員・農地利用最適化推進委員との連携体制を強化し、担い手への利用集積に
向けた農地の斡旋・調整活動等を積極的に行い、遊休農地の解消を図ります。

構　　成　会計課、議会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局
経営資源　①職員数12人（全職員の4.8%）
　　　　　　②令和６年度当初予算額　128,577千円（全予算額の0.5%）

主な取組み
　●農業生産基盤を整備することにより、生産コストの低減や営農の効率化を図ります。
　●新規就農者の就農環境の向上を図り、次世代を担う農業者の育成に努めます。
　●有害鳥獣による農業被害対策を行います。
　●越水対策のため恵川の浚渫を実施します。
　●みぶ中泉産業団地の整備を県と連携して推進します。
　●道の駅みぶの集客環境充実を図ります。
　●空き店舗の活用や、イベントを実施し、まちなかの賑わいを創出します。
　●「城下町」と「おもちゃのまち」をテーマとした、壬生ならではの観光プロモーションを展開します。
　●「ゼロカーボンシティ宣言」に基づき、町全体での温室効果ガス削減に取り組みます。
　●町民活動支援センター「みぶりん」の機能充実を図り、町民による公益活動の支援を推進します。
　●地域住民の生活利便性向上に繋がる庁舎跡地利活用を図ります。
各課の特徴的な施策
農　政　課　新規就農者への支援、圃場整備事業推進、地域特産物推進事業、有害鳥獣対策事業
商工観光課　新産業団地整備事業、中小企業融資制度事業、まちなか新規出店促進事業、みぶ・おもちゃのまち地区
　　　　　　活性化事業、雇用確保移住支援事業、みぶブランド・お殿様・お姫様料理促進プロモーション事業
生活環境課　壬力UPボランティア活動支援事業、いきいきふれあい応援事業、ごみ減量化促進対策事業、脱炭素化推進事業

こども未来課
（こども家庭センター）



議会費
総務費
民生費
衛生費
労働費

農林水産業費
商工費
土木費
消防費
教育費

災害復旧費
公債費
諸支出金
予備費

0 10億 20億 30億 40億 50億 60億（円）

■予算現額
■支出済額

歳 出 支出済額　143億9,050万7千円　執行率　80.7%

55億7,838万3千円

1億2,766万8千円
1億2,626万7千円

14万6千円
6万円

3,000万円
0千円

22億5,527万3千円

11億4,014万7千円
8億3,160万3千円

3億6,053万7千円
2億9,818万1千円

6億1,292万6千円
5億5,745万6千円

14億3,685万5千円
14億3,048万円

3千円
0千円

34億4,205万5千円
21億1,345万6千円

16億2,942万8千円
11億1,917万9千円

6億8,689万8千円
6億6,279万5千円

6千円
0千円

61億1,811万1千円

歳 入 収入済額　150億80万3千円　収入率　84.1%
0 10億

町税
地方譲与税
利子割交付金
配当割交付金

株式等譲渡所得割交付金
法人事業税交付金
地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金
環境性能割交付金
地方特例交付金

地方交付税
交通安全対策特別交付金

分担金及び負担金
使用料及び手数料

国庫支出金
県支出金
財産収入
寄附金
繰入金
繰越金
諸収入
町債

20億 30億 40億 50億 60億（円）

■予算現額
■収入済額

2,500万円
2,606万4千円
1,500万円
1,995万3千円

32億7,327万3千円
25億3,567万8千円

4億7,572万5千円
3億9,965万5千円

17億7,500万円
1億1,720万円

1億1,492万4千円
9,076万6千円

6億4,353万5千円
5億7,239万2千円

1億7,197万2千円
1億6,906万5千円

7億4,542万9千円
7億4,543万円

12億9,516万円
11億7,299万8千円

2億1,487万5千円
2億44万9千円

400万円
443万円

14億3,840万2千円
14億6,022万円

4,781万2千円
4,792万円

1億3,994万8千円
1億5,908万5千円

7,000万円
8,539万1千円

9億3,000万円
9億8,892万1千円

5,729万9千円
5,565万7千円

200万円
129万円
2,500万円
2,990万8千円
2,000万円
3,457万7千円

令和５年度下半期令和５年度下半期

町 一般会計の概要

令和６年
３月31日現在

一 般 会 計

では、皆さんに町の財政状況を正しく理解し、
納められた税金や国・県支出金がどのように

使われているかを知ってもらうため、「財政状況の
公表に関する条例」に基づき、年２回（広報みぶ６
月・12月号）財政状況を公表しています。今回は、
令和５年度下半期までの収入と支出の状況等につい
てお知らせします。
　なお、今回公表するものは、令和６年３月末まで
のものであり、決算額ではありません。これは３月
末までに確定した債権債務について整理を行うため
に４月１日から５月31日までの２ヶ月間を出納整
理期間とすることが認められているためです。

　令和５年度一般会計の当初予算額は、154億6千万円
でしたが、７回の補正予算の実施により、当初予算に
比べ15．4％増の178億4，005万3千円の現計予算額とな
っています。
　令和６年３月31日現在の収入済額は、150億80万3千
円で、予算額の84．1％になります。また支出済額は147
億9，050万7千円で、予算額の80．7％となっています。
科目別の状況については別表のとおりです。

63億5,569万9千円

60億8,375万4千円

16億7,264万7千円

4

町の財政状況報告町の財政状況報告

※それぞれの金額において、小数点以下を四捨五入している
ため、必ずしも合計と一致するものではありません。



特別会計

下水道事業会計

10億0 20億 30億 40億 50億（円）

10億0 20億 30億 40億 50億（円）

0 10億 20億 30億 40億 50億（円）

収益的収入
及び支出

資本的収入
及び支出

収入

支出

収入

支出

・資本的収支の収入額が支出額に対して不足する額は、損益勘定留保資金等で補てんしました。

■予算現額
■執 行 額

■予算現額
■収入済額
■支出済額

■予算現額
■執 行 額

水道事業会計
10億0 20億 30億 40億 50億（円）

0 10億 20億 30億 40億 50億（円）

収益的収入
及び支出

資本的収入
及び支出

収入

支出

収入

支出

・資本的収支の収入額が支出額に対して不足する額は、損益勘定留保資金等で補てんしました。

■予算現額
■執 行 額

■予算現額
■執 行 額

町税の内訳

税の負担状況

地方債現在高

予算現額

64,655円

149,091円

83,926円

193,528円

3,134円

7,226円

7,206円

16,618円

24億7,505万6千円 32億1,276万3千円 1億1,996万1千円 2億7,586万8千円

31億5,608万4千円
固定資産税

32億1,276万3千円
固定資産税収入済額

10億0 20億 30億 40億 50億 60億（円）

200億

150億

100億

50億

町民税

一人 当たり
158,921円

一世帯 当たり
366,463円

令和６年３月末現在 人口 38,281人　世帯 16,601世帯

軽自動車税固定資産税 町たばこ税

（円）27億7,503万9千円
町民税

24億7,505万6千円
町民税

令和５年度下半期

町の財政状況報告

国民健康保険特別会計

奨 学 資 金 特 別 会 計

介護保険事業特別会計

後期高齢者医療特別会計
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町民税

6億8,190万6千円

5億9,787万2千円
5億6,748万4千円

1億1,597万円
1億2,083万5千円

3億8,405万9千円
3億5,496万5千円

6億7,843万3千円

280万円
280万円
280万円

14億7,257万2千円
14億2,843万9千円

11億4,022万円

16億9,608万2千円

16億3,809万4千円

総額 202億1,813万2千円

16億4,394万7千円

7億4,269万7千円

12億4,567万7千円　　　　　　

1億2,127万5千円

2億7,586万8千円

軽自動車税

町たばこ税

軽自動車税
1億1,996万1千円

町たばこ税
3億329万1千円

1億2,127万5千円

2億7,586万8千円

軽自動車税

町たばこ税

軽自動車税
1億1,996万1千円

町たばこ税
3億329万1千円

一般会計債

公共下水道
事業債

農業集落
排水事業債

 上水道事業債

116億5,967万5千円

43億7,792万5千円

26億6,823万1千円

15億1,230万1千円

一般会計債

公共下水道
事業債

農業集落
排水事業債

 上水道事業債

116億5,967万5千円

43億7,792万5千円

26億6,823万1千円

15億1,230万1千円

5億6,783万1千円
5億5,391万3千円
5億3,764万9千円

37億1,274万6千円
37億3,157万3千円

31億4,612万7千円

41億5,737万6千円

37億4,302万8千円
38億6,250万8千円

5億6,783万1千円
5億5,391万3千円
5億3,764万9千円

37億1,274万6千円
37億3,157万3千円

31億4,612万7千円

41億5,737万6千円

37億4,302万8千円
38億6,250万8千円
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４ 月５日（金）、栃木地区交通安全協会壬生支
部おもちゃのまち部会（山根賢二部会長）

から睦小学校へ「たんけんバッグ等」の贈呈があ
りました。
　これらの品物は昨年度と今年度の新入生へ贈ら
れるもので、交通安全の願いを込めて贈呈されま
した。

左から　小林教諭　山根部会長　中田校長
こばやし　　　　　　　　　　　　　　　なか だ

やま  ね  けん  じ

木地区交通安全協会壬生支部稲葉部会（鈴木岩夫部会長）から、４月から稲葉小学校・羽生田小学校へ入
学する新１年生へ「交通標識定規」の贈呈がありました。

　　新１年生が、交通事故にあわないよう願いを込めて贈呈されました。

「交通安全の定規」を贈呈
すず き  いわ  お

栃

左から　鈴木部会長　青木校長　大貫保子様
すず き　　　　　      あお き　　　　　 おおぬきやすこ稲葉小 左から　鈴木部会長　増山校長　大貫保子様

ましやま羽生田小

稲葉・羽生田小学校 に

木地区交通安全協会壬生支部（篠原富太郎支部長）から、４月に中学校1年生になる生徒の皆さんに自転
車の車輪につけるサイクルリフレクターと自転車後部に付けるナンバープレートの贈呈がありました。

「サイクルリフレクター・ナンバープレート」を贈呈
栃

左から 細谷副支部長　河野邉副支部長　田村教育長　篠原支部長　鈴木副支部長　山根副支部長

しのはらとみ  た ろう

ほそ  や 　　　　　　　　　   かわ  の　べ

すず  き　　　　　　　　　　 やま  ね
　篠原支部長、細谷副支部長、河野邉
副支部長、鈴木副支部長、山根副支部
長が町教育委員会を訪れ、目録を田村
教育長に渡しました。
　中学生の登下校時の交通事故防止を
目的に、自転車で登下校する中学生の
交通安全の願いを込めて贈呈されまし
た。

中学生１年生 に

「たんけんバッグ等」を贈呈睦小学校 に

左から　安田副部会長　柏崎副部会長　田村教育長　高山部会長　大塲副部会長

木地区交通安全協会女性部会（高山祐子部会
長）から、４月に町内の小学校に入学する新１

年生へ鉛筆の贈呈がありました。
　鉛筆には、「ヘルメット　いのちをまもる　おとも
だち」と標語が書かれており、１年生が鉛筆を使いな
がら、交通安全のルールなどを目にしてもらえるもの
になっています。

栃
たかやままさこ

「鉛筆」を贈呈新１年生 に

やす だ　　　　　　　　  かしわざき　　　　　　　　  た むら　　　　　　  たかやま　　　　　　  おお ば



左から　田村教育長　長昌光組合長

Ａグループ栃木では、県内農畜産物の生産・流通・消
費について、児童およびその保護者に理解してもらう

ことを目的として、学校給食時に使用するランチョンマット
を令和６年度も引き続き、小学校新入学児童に贈呈してお
り、４月３日（水）に壬生町でも、下野農業協同組合（長昌光
代表理事組合長）より田村教育長へランチョンマットの贈呈
がありました。
　贈呈の際、長氏からは「ＪＡグループ栃木では、安心安全
な農産物を安定的に提供するとともに、将来を担う子どもた
ちに食の大切さを知ってもらいたい」とのお話があり、田村
教育長は「給食の時間は子ども達が最も楽しみにしている時
間であり、ランチョンマットのおかげでより安心安全に給食
を食べることができる。学校給食への安心安全な食材の提供
には感謝している」と述べました。

J

○C柊あおい

7

ちょうまさ みつ

小学校新入学児童へのランチョンマット贈呈

壬生町消防団新団員訓練が行われました

小学校新入学児童へのランチョンマット贈呈小学校新入学児童へのランチョンマット贈呈

田村幸一教育長が再任されました
た  むら  こう いち

4

基本訓練（服装点検要領） 壬生消防署との連携訓練（中継送水訓練）

月７日（日）、壬生消防署及び黒川橋下流右岸河川敷において、壬生町消防団新団員訓練が行われました。
　この日は、今年度加入した新団員27名が参加し、先輩団員や壬生消防署員の指導のもと、団員として必要

な規律や放水技術など消防団員としての基礎を学びました。安全安心なまちづくりの実現に向け、今後の新団員皆さ
んの活躍が期待されます。

村幸一教育長は、令和６年第１回壬生町議会定例会において任期満了に伴う
再任の同意を得て、令和６年４月２日に小菅一弥町長より教育長に任命され

ました。任期は、令和９年４月１日までの３年間です。
　同氏は、平成27年４月に初就任し、町独自の教職員研修会『ゆうがお塾』を創設
して教職員の指導力向上を図り、また、『みぶっ子心のきらめき表彰』や『壬生論
語検定』などの取組により、児童生徒の自己肯定感・有用感を育むと共に郷土を愛
し夢と志を持った人づくりに力を入れています。現在は、国際社会をたくましく生
きる英語力に優れたグローバルな人づくりを目指すため、「オンライン英会話事業」
や「実用英語検定の受験料の無償化」などを実現しました。今後は、「休日の中学
校部活動の地域移行」の実現を目指していきます。
　壬生町教育委員会は、田村幸一教育長、藍田收教育長職務代理者、本島博久教育
委員、宇賀神真佐江教育委員、廣田香織教育委員による合議制の機関として、学校
教育、生涯学習、文化・スポーツなど、広範囲な分野の施策を展開しています。

田

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　                あい だ おさむ　　　　                                         もとじまひろひさ

  う　が  じん  ま　さ　え　　　　　　　　　　　ひろ た   か おり



8

　
新
し
い
論
語
素
読
の
テ
キ
ス
ト
『
壬
生
論
語
古
義
抄
』
か
ら
、

章
句
を
紹
介
し
ま
す
。

み
　
ぶ
ろ
ん
ご
　
こ
ぎ 

し
ょ
う

　
【
み
ぶ
ま
る
か
ら
一
言
】

　

こ
の
章
句
は
、
「
自
ら
情
熱
を
持
っ
て
取
り
組
ま
な
い
人

や
根
気
強
く
取
り
組
め
な
い
人
は
何
を
教
え
て
も
ピ
ン
と
こ

な
い
し
身
に
つ
か
な
い
。
四
角
い
も
の
の
一
隅
を
教
え
た
ら

あ
と
の
三
隅
を
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
自
分
で
解
明
す
る
ぐ
ら

い
の
意
欲
が
な
け
れ
ば
何
一
つ
も
の
に
な
ら
な
い
。
」
と
い

う
こ
と
を
教
え
て
く
れ
て
い
る
ね
。

【
四
六
】

子
の
曰
く
、
憤
せ
ざ
れ
ば
啓
せ
ら
れ
ず
。

悱
せ
ざ
れ
ば
発
せ
ら
れ
ず
。

一
隅
を
挙
ぐ
る
に
、
三
隅
を
以
て
反
せ
ざ
れ
ば
、

則
ち
復
せ
ら
れ
ず
。

　
先
生
が
言
わ
れ
た
。
「
わ
か
り
た
く
て
わ
か
ら
な
い
気
持

ち
、
言
い
た
く
て
言
え
な
い
気
持
ち
が
な
け
れ
ば
啓
発
し
て
も

ら
え
な
い
。
一
つ
の
角
を
示
さ
れ
た
ら
他
の
三
つ
の
角
を
答
え

る
く
ら
い
で
な
け
れ
ば
、
再
び
教
え
て
も
ら
え
な
い
。

　 

し
　
　
　
い
わ 

　
　
　
　  

ふ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　  

け
い

は
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　  

は
っ

い
ち 

ぐ
う          

あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ん 

ぐ
う
　
　   

も
っ
　
　  

は
ん

す
な
わ
　  

ふ
く

そ   

ど
く                                

み   

ぶ  

ろ
ん  

ご   

こ    

ぎ 

じ
ゅ
く

今
月
の

（
79
）

（
述
而
第
七
）

内在住の画家である中川令子様より、ご自
身が描いた絵画１点を５月16日（木）に寄贈

いただきました。中川様は画家として50年間活
動しており、現在は近代日本美術協会副理事を務
めています。
　今回寄贈いただいた絵画は役場ロビー（税務課
前）に展示します。また、６月５日（水）から９日
（日）まで城址公園ホールの中ホールにて開催する
個展（入場無料）で展示する予定です。是非ご覧
ください。

町
中川令子様より絵画「藤の香」を寄贈いただきました
なかがわれい こ　　　　　　　　　　　　　　　　かおり

　

毎
週
土
曜
日
午
前
９
時
か
ら
10
時
ま
で
、
歴
史
民
俗
資
料
館
で
、
こ
の

『
壬
生
論
語
古
義
抄
』
を
使
っ
た
素
読
の
教
室
《
壬
生
論
語
古
義
塾
》
を

開
催
し
て
い
ま
す
。

◎
問
合
せ
　
歴
史
民
俗
資
料
館
　
☎（
82
）8
5
4
4

　おもちゃのまち遊々創生ワーキングでは、多くの人に
町の魅力が伝わるよう動画を作成し、公開しています。
　夢のような町で生きる夢見る人に会いに行く旅『ユメ
ビト』は「人から町を知る」をテーマに作られた地方創
生動画です。
　第３弾は、「ヘアメイクアーティスト」
　お話を伺ったのは
・田村裕子さん
　今回は、パリコレなどに携わり、世界で輝くユメビト
の物語……

ワーキング事業紹介

【ユメビト】#03
『ヘアメイクアーティスト』
田村裕子

遊々創生遊々創生

た むらゆう こ



プロフィール

獨協医科大学病院

緑を基調としたセンター スタッフの皆さん

　私の専門は不妊症診療です。
　自身の20年以上の診療経験を活かし、２年間の準備期間を経て、本
館８階に緑を基調とした中庭のある明るい雰囲気のセンターを開設し
ました。医師・看護師・胚培養士・受付が協力し患者さんに寄り添う
良質なチーム医療を提供します。

教 え て ！ 鈴 木 セ ン タ ー 長

　リプロダクションセンターは、お子さんを望むご夫婦に対する不妊
症診療を担当します。男女双方を診療できる体制を整え、自然に近い
形から最新医療機器を用いた体外受精などの高度不妊治療まで幅広く
対応し、短期間で妊娠ができるよう診療します。

　日常生活を見直して妊娠しやすい体づくりをしましょう。睡眠・栄
養バランスの良い食事・適度な運動・適切な体重・禁煙です。年齢が
高くなると妊娠が難しくなるので、年齢の高い方は早めの受診をお勧
めします。

　壬生町在住22年。
　県内各都市への道路交通利便性が高いです。子供が小さい頃には自
然豊かなとちぎわんぱく公園で遊びました。

　
獨
協
医
科
大
学
病
院
が
壬
生
町
に
開
院
し
て
今
年
で
50
年
。

〝
獨
協
〞は
三
次
救
急
医
療
施
設
と
し
て
高
度
な
医
療
体
制
を
備
え
、
壬
生

町
民
の
生
命
を
守
る
最
後
の
と
り
で
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
町
と
共
同
で
『
壬

生
町
健
康
大
学
』
を
開
講
す
る
な
ど
、
町
民
の
健
康
意
識
の
高
揚
を
図
っ
て
い

ま
す
。

　
壬
生
町
民
に
は
無
く
て
は
な
ら
な
い
、
身
近
な
存
在
で
す
が
、
実
は
知
ら
な

い
獨
協
医
科
大
学
病
院
の
こ
と
を
、
隔
月
連
載
で
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　
第
二
回
は
獨
協
医
科
大
学
病
院 

リ
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
長
　
鈴
木

達
也
　
さ
ん
か
ら
紹
介
し
て
も
ら
い
ま
す
。

プロフィール

鈴木 達也　栃木市出身

獨協医科大学病院リプロ
ダクションセンター長
（勤続２年目）

〒321-0293
北小林880番地
☎（86）1111（代表）

～経歴～

H25.12
自治医科大学附属病院生
殖医学センター准教授

R5.4
獨協医科大学病院リプロ
ダクションセンター長・
教授

現在に至る

獨協医科大学病院

Medical Town
MIBU

壬
生×

獨
協　リプロダクションセンターは今年の１月４日に開設された

と聞いています。センターについて教えてもらえますか？

　鈴木センター長自身のことやセンターの雰囲気について
教えてください

　最後に壬生町の印象・好きなところを教えてください
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　妊娠を望んでいる方へのアドバイスをお願いします。

すず き   たつ や



　保険料を未納の状態のままにすると、老齢基礎年金が減額になったり、受給できなくなったりするほか、病気
や怪我、死亡など不測の事態が発生した時に、障害基礎年金や遺族基礎年金等が受給できない場合があります。
　免除制度の種類は、申請免除、納付猶予、学生納付特例、法定免除、産前産後期間の免除があります。免除が
承認された期間は、老齢基礎年金を請求する際の受給資格期間に算入されるとともに、それぞれの割合で受給額
に反映されます。
　もしものときの生活保障のために、免除の手続を行いましょう。

免除制度を活用しましょう
～国民年金保険料を納めることが困難な場合は、
　　　　　　　　万一のために保険料免除制度を活用しましょう～

本人・配偶者・世帯主 の所得によって、保険料の納付が免除される制度です。

対象となる所得が未申告の場合、免除の審査が遅れることがあります。

　令和６年度の免除申請の受付は、令和６年７月１日から開始され、令和６年７月分から令和７年６月分までの
期間を対象として審査が行われます。
　また、２年１か月前の月分までさかのぼり申請をすることができます。

１．全額免除：保険料の全額（月額16,980円）が免除されます。
　　　　　　　免除が認められた期間は、老齢基礎年金受給時に１／２として年金額が計算されます。
　　　　　　　【H21.３月までは１／３】
２．一部免除：保険料の一部を納付することにより、残りの保険料が免除（３／４・半額・１／４）されます。
　　　　　　　免除が認められた期間は、老齢基礎年金受給時にそれぞれの割合で年金額が計算されます。（一部納付）

◆３／４免除（１／４＝月額4,250円納付）
◆半 額 免 除（半額＝月額8,490円納付）
◆１／４免除（３／４＝月額12,740円納付）

指定された保険料を納めていない場合は、一部免除は認められず、
未納期間として取り扱われます。

◎免除対象となる所得基準額の「目安」：令和５年中所得

世帯構成（例） 全額免除
一 部 納 付

３／４免除
単身世帯（扶養０人）
２人世帯（扶養１人）
４人世帯（妻と子２人を扶養）

  67万円
102万円
172万円

 88万円
126万円
202万円

半額免除
128万円
166万円
242万円

１／４免除
168万円
206万円
282万円

※本人・配偶者・世帯主の所得が、それぞれ該当することが必要です
※一部免除の「目安」は、社会保険料（国民年金、国民健康保険、介護保険）について、一定の金額を納付し　
ていると仮定して計算しています
※「２人世帯」および「４人世帯」は、夫または妻のどちらかのみに所得がある世帯の場合
※「４人世帯」の子は、ともに16歳未満の場合

★令和６年７月１日からが申請対象期間になります。（令和６年度）
★令和６年６月以前の月分は、申請免除と同じく２年１か月前までの月分までさかのぼり申請ができます。
★50歳未満（学生を除く）の国民年金加入者は、本人および配偶者の所得が、申請免除の全額免除と同基準に
該当すれば、保険料の納付が猶予されます。
※納付猶予期間は、年金の受給資格期間に算入されますが、受給額の計算には反映されませんので、注意してください

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

受給割合5／8【H21.３月までは１／２】
受給割合6／8【H21.３月までは２／３】
受給割合7／8【H21.３月までは５／６】

納付猶予制度

申請免除制度
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年金未納をストップ！年金未納をストップ！年金未納をストップ！年金未納をストップ！
～国民年金保険料を納めることが困難な場合は、
　　　　　　　　万一のために保険料免除制度を活用しましょう～



学生納付特例制度

　ねんきんダイヤル　　　　　　☎0570（05）1165
　栃木年金事務所　国民年金課　☎（22）4131　音声案内後②→②
　住民課国保年金係　　　　　　☎（81）1827

申請窓口　本庁住民課国保年金係または稲葉・南犬飼出張所

◎問合せ

免除・猶予申請の手続

★令和６年４月１日からが申請対象期間となります。（令和６年度）
★令和６年３月以前の月分は、申請免除と同じく２年１か月前までの月分までさかのぼり申請ができます。
★在学中、毎年度申請手続が必要です。
★所得基準額……学生自身の所得が、申請免除の半額免除と同基準に該当すれば、保険料の納付が猶予されます。
※学生納付特例期間は、年金の受給資格期間に算入されますが、受給額の計算には反映されませんので、注意してください

20歳以上の学生（修業年限１年未満の科目履修生等を除く）が対象の猶予制度です。

　失業（退職）に伴う特例制度では、申請者・配偶者・世帯主のうち、失業（退職）者を審査から除外しますの
で、通常よりも有利な審査となります。審査基準は、全額免除・一部免除に準じますので、前頁記載表の所得基
準額を参照ください。

　法令に定められた下記の項目に該当すると、保険料の納付が全額免除されます。
●障害基礎年金、障害厚生（共済）年金の１級・２級を受給されている方
●生活保護法による生活扶助を受けている方

　申請免除・納付猶予・学生納付特例制度の承認を受けた期間は、その期間から10年以内であれば、あとから
納付することができます。ただし、３年度目からは加算額が上乗せされますので、注意してください。

　国民年金第１号被保険者が出産した場合に、保険料の納付が全額免除されます。免除された月は、保険料納付
済期間に算入され、老齢基礎年金の受給額に反映されます。
　保険料を既に納付された方や申請免除が承認された方も該当になりますので、対象の方は届出を行ってください。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

　原則、毎年度の申請が必要です。（一部の全額免除･納付猶予承認者及び法定免除・産前産後期間の
免除を除く）
必要なもの（共通）：マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの
　　　　　　　　　　窓口に来る方の本人確認ができるもの
＜その他申請に必要なもの＞
●学生納付特例制度　　　　　学生証のコピー（在学期間がわかるもの）または在学証明書
●失業者に対する特例制度　　雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票または雇用保険被保険者
　　　　　　　　　　　　　　資格喪失確認通知書（一度書類の添付をした方は、翌年の添付は不要）
●産前産後期間の免除制度　　母子健康手帳

★免除・納付猶予に係る申請については、スマートフォン等によりマイナポータルから電子申請をするこ
とも可能です。詳しくは下記ＵＲＬより確認してください。
※令和６年３月29日より産前産後免除の申請についても電子申請が可能となりました。
日本年金機構ウェブサイト　https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/denshi_kokunen.html

●対 象 者

●対 象 外
●該当期間

第１号被保険者で、平成31年２月１日以降に妊娠85日以上（13週目～）の出産をされた方
（死産・流産・早産された方を含みます）
海外居住中の任意加入者
単胎：出産（予定）月の前月から４か月分
多胎：出産（予定）月の３か月前から６か月分

失業（退職）者に対する特例制度

産前産後期間の免除制度

法 定 免 除 制 度

保険料の追納について
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【主に事業所得・不動産所得などのある人】
　納税通知書に同封の納付書で６月・８月・10
月・翌年１月の年４回の納期に分けて、または
６月中に一括払いで金融機関やコンビニエンス
ストアなどで納付してください。
　口座振替をお申し込みの方は指定の口座から
引き落とされます。

普通徴収（個人で納付）
【会社員などで給与所得がある人】
　給与支払者（会社など）が６月から翌年５月
までの年12回に分けて毎月の給与から差し引
き、納税者に代わって町へ納付します。
　給与からの特別徴収になる方には、勤務先か
ら特別徴収税額の決定通知書（納税義務者用）
が交付されます。
　定額減税対象者は７月から徴収されます。

給与からの特別徴収

　令和６年度の町民税・県民税・森林環境税の年税額が決定しましたので、該当する方には税額決定・
納税通知書を６月に発送します。
　納付方法は以下の３つの方法があります。
　（所得内容や年齢などの条件により、２つ以上の納付方法となる場合があります）

　日本年金機構等の年金保険者からの年金振込通知書等に「個人住民税額」と記載がありますが、個人
住民税とは「町民税・県民税」のことです。（森林環境税も含まれる場合があります）
　年金保険者から通知された「個人住民税額」と町からの通知の「町民税・県民税・森林環境税」額が異な
る場合、壬生町からの通知の額が令和６年度の個人住民税額（町民税・県民税・森林環境税）の正しい税額
になります。

公的年金からの特別徴収（天引き）

◎問合せ　　税務課町民税係　☎（81）1817

～令和６年度に65歳以上の人の公的年金にかかる町民税・県民税・森林環境税の納付方法～
●令和５年度から引き続き、年金からの
　天引きになる人（継続）

※税額に変更があった場合などには、公的年金からの特別徴収が中止になることがあります。特別徴収が中止となった場合は、
改めて通知書でお知らせします

●令和６年度から新たに（改めて）年金からの
　天引きになる人（10月開始）

年金からの特別徴収（天引き）納付
方法

徴収月

税額

４月 ６月 ８月 10月 12月 翌年2月

仮徴収 本徴収

前年度（令和５年度）の
公的年金に係る年税額
の半分の額を３回に分
けて天引き

今年度（令和６年度）の
公的年金に係る年税額
から仮徴収分を差し引
いた残りの額を３回に
分けて天引き

納付
方法
納付・
徴収月

税額

６月 ８月 10月 12月 翌年2月

普通徴収
（納付書または口座振替）

特別徴収
（年金からの天引き）

今年度（令和６年度）の
公的年金に係る年税額
の半分の額を２回に分
けて納付書または口座
振替などで納付

今年度（令和６年度）の
公的年金に係る年税額
の残りの半分の額を３
回に分けて天引き

税額決定・納税通知書の送付について税額決定・納税通知書の送付について

【年金所得がある人】
　公的年金を受給している人は、町民税・県民税・森林環境税のうち公的年金の所得にかかる税額
を公的年金からの特別徴収（天引き）により納付します。
【対象（以下のすべてに該当する人）】
・令和６年４月１日時点で65歳以上（昭和３４年４月２日以前生まれ）の人
・令和５年中に支払われた公的年金等の所得に係る町民税・県民税・森林環境税が課税になる人
・介護保険料が特別徴収（天引き）されている人
　ただし、公的年金等の所得から計算した税額が老齢基礎年金等の額を超える方は対象とはなりません。
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※令和６年度分住民税において定額減税を実施することとなりました。詳細は14ページを確認してください

町 民 税 ・ 県 民 税 ・ 森 林 環 境 税



住民税に関する
疑問・悩みにお答えします

住民税住民税

　県民税と町民税を総称して一般的に「住民
税」または「町県民税」と呼んでいます。ま
た、住民税には 個人にかかるものと法人に
かかるものがあるため、個人にかかる住民税
を「個人住民税」と呼びます。

A 　個人住民税は前年中（１～12月）の所得に基づいて
課税します。現在収入がない場合でも、前年中の所得
により算出し、課税される場合は納税通知書を送付
します。また、退職時に一括徴収された個人住民税は
前々年の所得に対して課税したものとなります。

　町から日本年金機構等の年金保険者に年金特別徴
収の依頼を行ってから、実際に年金特別徴収される
税額に反映されるまで数か月かかります。
　そのため、年金特別徴収税額の変更等が年金振込
通知に反映されない場合があります。正しい税額
は、町から送る納税通知書の税額です。

　年金から特別徴収するのは、公的年金等の所得に
係る税額のみです。年金以外の所得がある場合に
は、年税額から年金からの特別徴収額を除いた残り
の額を納付書で納付することになりますので、二重
払いにはなりません。

　年金からの特別徴収については、４・６・８月
（仮徴収）と10・12・２月（本徴収）で特別徴収
税額の算定方法が異なります。仮徴収は前年度の公
的年金等の所得に係る年税額の２分の１を３回に分
けて引き落としします。本徴収は、公的年金等に係
る個人住民税等の今年度の年税額のうち、仮徴収で
納めた分を差し引いた残りを３回に分けて引き落と
します。そのため、８月と10月で税額に差異が生
じる場合があります。

A

A

A

A

住民税と町民税・県民税は
違うのですか？

昨年会社を退職し、現在収入はありません。
退職時に個人住民税は一括で納めました。
今年６月に納税通知書が届きましたが、
どうしてですか？

日本年金機構等からの年金振込通知と
町からの納税通知書とで住民税額が
違うのはなぜですか？

年金から特別徴収されているのに
納税通知書が届きました。
二重払いにはなりませんか？

８月に比べて10月の年金特徴額が大幅に
増えた（減った）のはなぜですか？

Q

A

A

　住民税は１月１日に住所を有する市区町村
で課税されるので、１月２日以降に住所を町外
へ移されても新住所地で課税はされません。

　勤務先の事業所から町に「特別徴収に係る給
与所得者異動届出書」を提出してもらいます。
　残額の納付方法については以下の３つがあ
ります。

・本人が後日税務課から送付される納付書で
　納める。
・事業所が最後の給与から一括天引きする。
・転勤先で継続して給与天引きする。

年の途中で転出した場合の個人住民税
等は、新住所地で課税されるのですか？

会社を退職した場合、個人住民税
等の納め方はどうなりますか？

Q

Q

A 　勤務先の経理や給与の担当者に相談してくださ
い。事業所が特別徴収可能ということであれば、事
業所が町に「普通徴収から特別徴収への変更依頼書」
を提出することで手続できます。
※過誤納を防ぐため、事業所には納付済月数や期別
を正確に伝えてください
※納期限を過ぎてしまった税額を特別徴収へ切り替
えることはできません

再就職したので、個人住民税等を給与
天引きにしたいのですが、どうしたら
よいですか？

Q

Q

Q

Q

Q

　令和６年度から国内に住所を有する個人
に対して課税される国税です。個人住民税
均等割が賦課される方1人に対して、年額
1,000円を市町村が賦課徴収することとさ
れ、その税収は全額が森林環境譲与税とし
て都道府県・市区町村へ分配されるしくみ
となっています。
　なお、個人住民税とあわせて徴収するた
め個人住民税等と呼ぶことがあります。

A

森林環境税とは何ですか？Q

13
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個人住民税の定額減税について
　日本経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和６年度税制改正において、令和６年
分の所得税及び令和６年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。
　個人住民税の定額減税の概要は以下のとおりです。

減　　税　　額

対象となる方

徴収方法（令和６年度分）

○前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者

○本人、配偶者を含む扶養親族１人につき、１万円
　※１定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります
　※２同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります
　※３控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和７年度分の個人住民税において
　１万円の定額減税が行われます

そ　　の　　他
○減税額については、納税通知書の裏面又は特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。
○定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
○減税しきれない場合は、別途給付金（調整給付）が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ
　「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」を確認してください。
　（https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html）
○所得税（国税）の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」を確認してください。
　（https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm）

①給与所得に係る特別徴収
　（給与所得者の方）

（定額減税の対象となる方）

　令和６年６月分は徴収されず、定額
減税「後」の税額が令和６年７月分～
令和７年５月分の11か月で均されま
す。

②普通徴収
　（事業所得者等の方）
　定額減税「前」の税額をもとに算出
された第１期分（令和６年６月分）の
税額から控除され、控除しきれない場
合は、第２期分（令和６年８月分）以
降の税額から、順次控除されます。

③公的年金等に係る所得に係る
　特別徴収（年金所得者の方）
　定額減税「前」の税額をもとに算出
された令和６年10月分の特別徴収税
額から控除され、控除しきれない場合
は、令和６年12月分以降の特別徴収
税額から、順次控除されます。

◎問合せ　税務課町民税係　☎（81）1817
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Ｒ６.６ 7 8 9 10 11 12 Ｒ７.１ 2 3 4 5

Ｒ６.６ 7 8 9 10 11 12 Ｒ７.１ 2 3 4 5

６月分は徴収されません

通
　
常

定
額
減
税
後

税
負
担

税
負
担

Ｒ６.６ 8 10 Ｒ７.１

６月分から控除（控除しきれない場合は８月分から順次控除）

通
　
常

定
額
減
税
後

税
負
担

税
負
担 Ｒ６.６ 8 10 Ｒ７.１

Ｒ６.４ 6 8 10 12 Ｒ７.２

Ｒ６.４ 6 8 10 12 Ｒ７.２

税
負
担

通
　
常

定
額
減
税
後

税
負
担

10月分から控除（控除しきれない
場合は12月分から順次控除）

Ｒ５に確定・通知済み

仮特別徴収税額
（前年度分の税額の1/2 を３期分で徴収）

特別徴収税額
（当年度分の税額から仮特別徴収税額を

除いた税額を３期分で徴収）

個人住民税の定額減税について



○マイナンバーカードで受診することで、過去の診療記録などに基づいたより良い医療を受け
　られるようになります。

例えば　●過去の薬や特定健診等データの自動連携による口頭説明の省略
　　　　●薬の飲み合わせなどの弊害の防止
　　　　●旅行先での急病・事故や災害などの緊急時に既往歴が確認可能

　令和６年12月２日以降、新規に健康保険証は発行されません。
　発行済みの健康保険証については、健康保険証廃止後、最大１年間従来通り使用できるよう、
経過措置が設けられます。
　マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方等については、資格確認書を
用いて医療機関等を受診することも可能です。

　令和６年12月２日に健康保険証が廃止されます。
マイナ保険証を使ってみませんか？

※月曜日の午後５時15分～午後７時および休日は本庁のみでの受付となります
※日曜日はマイナンバーカード以外の業務は対応していません

受付日 受付時間

月曜日

火曜日～金曜日

午前８時30分～午後７時

午前８時30分～午後５時15分

マイナ保険証にするメリット

①マイナポータルアプリを起動する
②「マイナンバーカードの健康保険証利用申込」をタップ
③利用規約などを確認し、案内に従って進む
④４桁の暗証番号を入力
⑤スマートフォンでマイナンバーカードを読み取って申込完了

マイナ保険証の登録方法

15

平 日

休 日 ６月23日（日） 午前９時～11時30分

○マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関では、「限度額適用認定証」が
　なくても限度額を超える支払いが免除されます。
　※窓口での支払いが高額になる場合に、自己負担額を所得に応じた限度額にするために医療機関に提出する書類です

※土曜日、日曜日、国民の祝日・休日、年末年始（12月29日から１月３日）は除きます

◎問合せ　住民課　☎（81）1824
受付時間　平日午前８時30分～午後５時15分

マイナンバーカードをまだお持ちでない方は、ぜひ申請をご検討ください！

６月マイナンバーカード交付・申請日程

※
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　保護者・保育士の負担軽減のため、保育園等に使用済みおむつの処分費用を助成する
ことにより、自宅への持ち帰りゼロを目指します。
　補助対象経費：使用済みおむつを施設で処分するために必要な経費
　補　助　額：施設に在籍する０歳児から２歳児１人当たり350円/月額

　安心して子育てができる環境を構築するため、病児保育の充実を図ります。ステラ獨
協前保育園において、【病児対応型】病児保育事業が利用可能になります。
　対 象 者：当面病状の急変が認められないが、病気回復期になく集団保育が困難な町
　　　　　　内在住の児童（生後６か月から小学校３年生まで）
　開所日時：月曜日～土曜日　午前８時～午後５時（日曜日、祝祭日、12月29日～１月
　　　　　　３日は休園）

　小・中学校、高校の入学を控えたお子さんがいる保護者に対して、経済的負担を軽減
するために、壬生町商工会が発行する共通商品券を配布します。
　・小中学校への入学を控えている保護者 ５千円分
　・高校への入学を控えている保護者 １万円分
　・令和６年９月頃発送予定（商品券使用期限：令和７年２月末）

　壬生町では国際社会をたくましく生きる英語力に優れたグローバルな人づくりを目指
す事業を行っています。
　・オンライン英会話事業：海外のネイティブな英語に触れる場として、中学校におい
　　てオンラインによる英会話体験を実施しています。
　・実用英語検定受験料の全額補助：中学生の実用英語検定受験料（３級以上）の受験
　　料を全額補助と壬生町城址公園ホールを準会場とした一次試験を行うことにより英
　　検受験の促進を図っています。

　食材等の物価高騰による給食費の保護者負担を軽減するため、児童生徒一人当たり3
50円／月を補助しています。

子
育
て
・
教
育
を
応
援
す
る
事
業

子
育
て
・
教
育

○保育園等における使用済みおむつの持ち帰りゼロ支援（使用済みおむつ処理費用補助事業・新規）

〇病児保育の充実（ 病児保育事業・拡充）

〇入学準備に係る子育て世帯の負担軽減（入学準備子育て応援券配布事業・令和４年～）

〇英語力向上を支援（英語力向上推進事業・令和４年～）

〇小中学校における給食費の保護者負担を軽減（みぶっ子すくすくランチサポート事業・令和４年～）

・家庭での保育が困難な時のサポート（一時預かり事業）
　　育児疲れの軽減や病気・介護等の理由で、家庭での保育が一時的に困難になった場合の支援として、一時預か
　り保育を行います。

・放課後におけるこどもの居場所の充実（一時預かり事業）
　　放課後児童クラブにおいて、共働き等により保護者が昼間家庭にいない小学生を預かり、健全育成を行います。
　　要保護世帯等に対する経済的負担軽減（要保護世帯等に対し、学童保育の利用料を一部助成）

　こどもの医療費を助成します。高校３年生相当まで対象者を拡充しています。県内の医療機
関では、受給資格者証を提示すれば窓口負担なしで受診できます（現物給付）。

・児童手当の支給
　　中学校卒業までの子どもを養育する方に対して、児童手当を支給します。
・ファミリー・サポート・センターによる育児支援
　　子育ての「手助けをしてほしい」依頼会員と「手助けが出来る」協力会員を結び、育児の
　相互援助を行います。

〇こどもの医療費負担軽減（こども医療費助成事業・令和４年拡充）

就
　
学
　
後

就
　
学
　
前

◎問合せ　こども未来課　☎（81）1864　　学校教育課　☎（81）1870
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令和６年度  壬生町の少子化対策・子育て施策

　とちぎ結婚支援センターの登録料を全額助成し、利用の促進を図ります。
　センターでは、恋愛パーソナル診断等のコンテンツ配信、交流イベントの開催、セミナーへ
の参加・会員制マッチングシステムの活用・プレ交際など、様々な事業を行っています。

　若い新婚夫婦の新生活を応援するため、住宅の取得費用や賃借物件の家賃、引っ越しに係る
費用等の一部を助成します。
　対象世帯：夫婦ともに39歳以下、かつ世帯所得が前年度500万円以下の新婚夫婦
　対象経費：結婚に伴う住宅取得費用・リフォーム費用・住宅賃借費用（６ケ月分まで）
　　　　　　・引越費用で令和６年度中に支払ったもの
　助 成 額：夫婦ともに29歳以下の場合　 上限60万円
　　　　　　夫婦ともに30～39歳の場合　上限30万円

　産後ケア事業は、出産後のサポートが必要なお母さんが、医療機関や助産院で助産師による
ケアや授乳のアドバイスを受けたり、休息をとることができる事業です。
　令和６年度より利用者負担額が、課税世帯3,750円、非課税世帯6,250円の負担軽減となり
ます。
　・対象者：産後１年以内の母子
　※産後ケアには、宿泊型、日帰り型、訪問型があります。利用料につきましては、住民税課
　税状況や利用する医療機関によって金額が変わります

　こどもを望むご夫婦に対して、不妊治療費及び不育治療費の一部を助成します。不妊治療に
ついては、保険適用の医療費自己負担分についても補助対象とします。
　・対象経費　不妊治療費（保険適用も含む）及び不育治療費（保険適用外のみ）の自己負担額
　・助 成 額　自己負担額の２分の１（年間10万円上限）
　・こども１人につき、３年間申請できます。

　出産・子育て応援事業は、伴走型相談支援と出産・子育て応援ギフトを一体的に行うもので
す。
　・伴走型相談支援は、すべての妊婦さんと子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、
　妊娠から出産・子育てまで切れ間なく身近で相談に応じる事業です。（妊娠届時面談、妊娠
　８か月時アンケート、赤ちゃん訪問時の面談、その他随時ご相談を受け付けています。）
　・出産・子育て応援ギフトは、妊娠届時の面談後及び、赤ちゃん訪問後に手続きを行うこと
　で、それぞれ５万円の経済的支援を行います。

・妊産婦の医療費負担軽減（妊産婦医療費助成事業）
・妊娠・出産・育児に関する不安を解消し知識を深める
　　両親学級（家族で協力しながら育児に取り組むための知識を身に着ける）、母乳育児相談（おっぱい相談）、離乳食教室など
・母子保健推進員による支援
　　地域の身近な相談者として、子どもが生まれた家庭の訪問や幼児健診、母子教室において親子が安心して参加できるようサ
　ポートします。

結
婚
を
応
援
す
る
事
業

結
婚
・
出
産
・
育
児

結
婚
を
応
援
す
る
事
業

出
会
い
・
交
際
・
結
婚

○とちぎ結婚支援センターの利用促進（とちぎ結婚支援センター登録補助事業・新規）

○婚姻した夫婦の新生活を支援（結婚新生活支援事業・令和５年～）

〇産後ケア利用者の負担軽減（産後ケア事業・拡充）

〇不妊・不育治療費の助成（不妊・不育治療費助成事業・令和５年拡充）

〇出産・子育て応援事業（令和４年～）
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健康ふくしまつりの様子

壬生町食生活改善推進員養成講座

食生活改善推進員の活動の様子

内　　容時　間 会　場

生活習慣病予防の食事
「減塩のコツ」

対象別食育と幼児食
食品衛生と生活環境保全
食事バランスガイド
高齢者向けの食事
健康づくりと身体活動
事業について
実践活動状況など座談会
修了式

健康づくりと生活習慣病予防
町の健康の現状
（健康みぶ21計画）

オリエンテーション
国民・県民の健康の現状
食生活改善推進員とは
栄養の基礎知識
調理の基本

午前９時30分～正午

午前９時30分～正午
午後１時～２時
午後２時～３時
午前９時30分～正午
午後１時～３時
午前９時30分～10時
午前10時～11時
午前11時15分～11時30分　

午後１時～２時

午後２時～３時

午前11時～正午

午前９時30分～45分

午前９時45分～10時50分

日　程

10月30日（水）

９月18日（水）

12月20日（金）

11月20日（水）

８月30日（金）

回数

3

2

5

4

1

○対　　象：町内在住で、受講後食生活改善推進員として
　　　　　ボランティア活動ができる方※先着10名
○受　　付：６月３日（月）～７月31日（水）
○受 講 料：1,200円（テキスト代）
○申 込 み：健康福祉課健康増進係　☎（81）1885
○実施場所：町保健福祉センター
○実施日程：下記の通り※都合により変更する場合があります

調理室

ボランティア室

調理室
大会議室

ボランティア室

ボランティア室

調理室

ボランティア室

　食生活改善推進員は「私達の健康は、私達の手で」をスローガンに、「家族」、そして「お隣さん、
お向かいさんへ」と働きかけ、仲間とのふれ合いを通じて、地域の健康づくりの輪を広める活動をして
います。
　壬生町食生活改善推進員となって地域の担い手として一緒にボランティア活動をしてみませんか？養
成講座を下記の通り開催しますので、興味のある方は申込みください。

調理実習の様子

受講者募集のお知らせ
壬生町食生活改善推進員養成講座

受講者募集のお知らせ受講者募集のお知らせ



帯状疱疹ワクチンについて帯状疱疹ワクチンについて

健康福祉課健康増進係　☎（81）1885◎問合せ

接種できる医療機関

予防接種法に基づく任意接種

医療機関名 電話番号 生ワクチン 不活化ワクチン
（82）2002
（86）1517
（86）0123
（82）0141
（86）0011
（82）0242
（82）8522
（82）7576
（82）0057
（86）6624

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×
○

○

○

○

○

松本内科医院
おもちゃのまち内科クリニック
佐藤医院
前原医院
島田医院
陣内医院
大橋内科クリニック
かとう小児科
小倉医院  
福井セントラルクリニック

医療機関名 電話番号 生ワクチン 不活化ワクチン
（81）0880
（86）6000
（86）0501
（86）3966
（82）7500
（86）1573
（25）5881
（21）7300
（81）0001

○

○

○

○

○

○

×
○

○

○

○

○

○

○

×
○

○

○

大久保クリニック
にしやま内科クリニック
荒川内科クリニック
グリーンクリニック
多島外科胃腸科
武田整形外科
高橋とおるクリニック
はしもとクリニック
あかりこどもクリニック

帯状疱疹ワクチン 町内医療機関一覧表（令和６年度）

帯状疱疹ワクチンについて帯状疱疹ワクチンについて
　本ワクチンの接種については広報みぶ４月号でお知らせしたところですが、
接種できる医療機関を再度掲載します。対象者等については変更はありません。

壬生町壬生甲3843－1（壬生町社会福祉協議会内）
☎（82）7899

いきいき壬雷クラブ連合会

スポーツを楽しみたい！
社会奉仕活動に参加したい！
日帰り研修に行ってみたい！
とお考えの方は、お気軽に
お電話を！（60歳以上の方）

社会参加でフレイルを
予防しましょう！
お気軽にご相談を！

学びたい サークル活動に参加したい

仕事したい

いきいき壬雷クラブ連合会（壬生町老人クラブ）
からのお知らせ

その１　会員募集中 その２　元気シニア応援窓口「プラット」開設中

◎問合せ

壬生町総合グランド

◎
町役場

壬生町社会福祉協議会
（保健福祉センター内）

黒川

国
谷
駅

星
の
宮
C.C

〒北関
東自
動車
道
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【活動日時】毎週木曜日　午前10時30分～正午

【費　　用】月４回  ２，０００円

【申 込 み】出雲　千枝子　☎（８２）1882

【指 導 者】菊地　浩子

　年齢に制限なく、なごやかな雰囲気の中で気持ち良く
体を動かします。

『生涯学習館』会員募集
■子育て支援グループ「ポケット」 ■セミナースタッフ「みち」

　セミナースタッフ「みち」は、平成14年度から壬生
町教育委員会の委託事業として活動しています。
　時代を先取りした課題を反映したプログラムを企画運
営、主に学習館を中心に活動しています。
　毎年５～６講座を実施してきました。

　社会教育、SDGｓ活動に関心があり、自主的に活動
できる方、ぜひ一緒に活動しましょう。
　希望の方は下記に連絡してください。

【申 込 み】福田　静江　☎（８６）０１５３

※SDGｓー2015国連サミットの目標（持続可能な開発
　　　　　目標）経済、社会、環境の調和

■ふれあいヨガ ■外国人のための日本語講座

【活動日時】毎月第２日曜日　午前10時～正午

【申 込 み】福田　静江　☎（８６）０１５３

　外国の方との交流に関心があり、日本語の教え方を勉
強した（している）皆さんを募集しています。

○生涯学習館
　《親子ふれあいサロン》
　　　毎月第２金曜日　午前10時～11時30分

○南犬飼地区公民館分館
　《ポケットカフェ》
　　　毎月第１･２･３木曜日　午前10時～正午

【申 込 み】岡本　恵　　☎（８２）0983

　　　　　　田野井　愛　☎（８２）5930　

　未就学児の子どもと親を対象にしたふれあいサロンです。
　子育ての楽しみを共有しませんか？

■壬生町デュークズウォーキングサークル
【活動日時】毎月第３金曜日　午前10時～11時30分

【費　　用】月１，6００円

【指 導 者】デューク更家公認スタイリスト 筒深　旭人

【申 込 み】野村　久恵　☎（８２）３１０３
　　　　　　（第３金曜日　生涯学習館ロビーにて）

　ウォーキングスタイリストの指導を受け、体の軸を整え
正しいウォーキングで若々しい体と心を作りましょう。
　どなたでも自由に参加できます。
　興味のある方ぜひ一度参加してみてください。

■コーラスひばりの会 ■さくらキルトの会
【活動日時】毎月第２･４火曜日　午前10時～正午

【費　　用】１ヶ月　2，000円

【指 導 者】深津　幸子

【申 込 み】大橋　美和子　 ☎（８２）６１２６

　端切れをつないでいくうちに、いつの間にか素敵な作
品が出来ていきます。
　手作りの良さを感じてみませんか？

【活動日時】毎月第１･３火曜日　午前10時～正午

【指 導 者】齋藤　昌代・大岡　昌子

【申 込 み】上田　朝子　☎（８６）３８７２

　ピアノに合わせての体操と発声練習、やさしい歌を歌
って、健康管理に友との語らいの場に、いつまでも若々
しくいたい方、男性も女性も大歓迎！！

おかもと     めぐみ

  た　の　い　　 あい ふく だ       しず  え

ふく だ       しず  え

いずも　　  ち　え　こ

きく  ち　　 ひろ  こ

つつ  み       あさひと

の  むら      ひさ え

さいとう　　まさ  よ       おおおか      まさ こ

うえ  だ       あさ こ ふか つ        さち こ

おおはし        み　わ　こ

■蕎麦の会「みかど」
【活動日時】毎月第１日曜日　午前９時～午後３時

【費　　用】年会費：２，０００円

　　　　　　教材費：１回　１，５００円

【指 導 者】当会の会員（多数の有段者等）

【申 込 み】海老沼　英男　☎０９０（４５３０）５８０７

　そば打ちの技を覚え親睦を図り、豊かな生活を過ごし
ましょう。
　随時会員募集中、気軽にお越しください。

え　び  ぬま     ひで  お
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■壬陽会
【活動日時】毎月第２･４金曜日　午後１時30分～４時

　　　　　　30分

【費　　用】教材実費

【申 込 み】戸田　貞治　☎（８２）０７９０

　能の一分野の、仕舞・謡を一緒に楽しみましょう。

　時々、本物の能の鑑賞も。

■壬生民話ふくべの会 ■ゆうがお山楽会（さんらくかい）
【費　用】年会費　4，０００円
　　　　　山行時　バス代実費
【申込み】本田　朋子　　☎（８２）９３８５
　　　　　臼井　ヨリ子　☎（８６）２７６１
　発足から21年を迎えようとしており、山登りを楽し
んでいるグループです。
　会員は女性が多く日帰り登山が主で、毎月1回以上実
施してきました。花を愛でながら、山頂を目指しましょ
う。参加をお待ちしています。

随時活動

【申 込 み】須藤　英子　☎（８２）００９３

　あなたも語り部に挑戦してみませんか。
　民話を広めること、楽しんでもらうことを核に活動し
ています。
　学校や各施設、いきいきサロン等への出前も行ってい
ます。
　現在のメンバーは、女性９名です。
　楽しく語れる仲間を募集しています！！

■壬生パソコンクラブ ■壬生ハイキングクラブ
【活　動】月１回程度の日帰り山行

　　　　　年２回程度の宿泊山行

【費　用】年会費　８，０００円

　　　　　山行時　バス代実費

【会　長】山井　勲

【申込み】二瓶　美恵子　☎（８２）１２９１

　男性16人、女性11人の会員より活動しています。
　山行は参加者全員が笑顔で登れる協調ある登山をめざ
して安全第一に活動しています。

【活動日時】毎月第２・４木曜日　午後７時～９時
【費　　用】年会費  ２，０００円
【申 込 み】山井　勲　☎（８６）３９２４
　　　　　　メール　yamai@movie.ocn.ne.jp

　ＩＴ講習の受講者等のグループです。
　毎年新しいソフトが発表され、たえずスキルアップが
必要となっています。時代に即したスキルを身につける
ため、一緒に挑戦しましょう。
　本年度課題　Windows10　他
※午後６時～７時は、一般の方の質問に答えます。気軽
　に参加してください

壬生町立生涯学習館ウェブサイト

と  だ        てい  じ

ほん だ        とも こ

うす い         よ   り   こ

す どう      ひで こ

やま  い      いさお

し まい     うたい

■みぶ手打ち蕎麦の会
【活動日時】毎月第１土曜日 午後１時30分～４時30分

【費　　用】月１，０００円

　　　　　　（入会金  １，０００円）

【指 導 者】二瓶　美恵子

【申 込 み】元木　 誠　☎０９０（１６９２）２４８５

　自ら打った蕎麦を食す楽しみは格別。
　月１回の気軽な集まりです。

に へい        み　え　こ

もと  き         まこと

■ハングル会
【活動日時】月２回水曜日　午後７時～８時30分

【費　　用】月3，０００円

【指 導 者】白　成淑

【申 込 み】藤倉　真由美　☎（27）9246

　やさしい韓国語を学ぶ会です。
　韓国語の読み書き、聞き取りのできる方を募集してい
ます。
　現在は中級のテキストを勉強しています。
　興味のある方、ぜひ教室を覗いてみてください。

ぺく　　そんすく

ふじくら　　  ま　ゆ　み

■清心会（茶道）
【活動日時】毎月第１･２木曜日  午後６時～９時

【費　　用】菓子・水屋料

【指 導 者】柴　宗生（茶道裏千家）

【申 込 み】小川　宗與　☎（８２）３６１８

　日常生活の基本的なマナーを身につけ茶道人としての
和の心を養う。
　菓子を頂きながら楽しく活動しています。
　お気軽にお出掛けください。

※お免状も取得可

しば　　そうせい

お がわ      そう よ
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【活動日時】
　毎週金曜日
　午後５時～９時
【費　用】月2,000円
【指　導】松山　美由紀
【申込先】福田　勉
　　　　　☎080（6582）8700

　壬生町を中心に演奏活動をし
ています。音楽で壬生町を元気
にする。

みぶ吹奏楽団

ふく  だ       つとむ

まつやま         み   ゆ   き

【活動日時】
　毎週土曜日（コンサート前等 
　追加練習あり）
　午後２時30分～４時30分
【費　用】月3,000円
【指　導】菊川　敦子
　　　　　小倉　史江
【申込先】少年少女合唱団事務
　　　　　局（城址公園ホール）
　　　　　☎（82）0108
　皆仲良く、歌ったり踊ったりして
います。各種コンサート多数出演

壬生少年少女合唱団

きくかわ       あつ  こ

 お  ぐら       ふみ  え

【活動日時】
　毎月第２水曜日
　午前10時～正午
【費　用】年2,000円
【指　導】田村　セツ
【申込先】小谷野　代志子
　　　　　☎（82）5429

　毎月一首を自作し皆で鑑賞し
て、先生の添削指導を受けてい
ます。

壬生町文化協会　短歌会

た  むら　　   せ   つ

こ    や   の          よ    し    こ

【活動日時】
　毎月第２・４土曜日
　午前９時～正午
【費　用】年8,000円（但し２回
　　　　　分割納入、４月、10月）
【指　導】鴨田　雅男（日本透 
　　　　　明水彩会会員）
【申込先】鈴木　操
　　　　　☎（82）6744
　透明水彩画（油彩も可）を楽
しく学び、文化祭、他展示もあ
ります。

壬生町文化協会　美術部

かも  た         まさ  お

すず  き       みさお

【活動日時】
　毎月第２・４水曜日
　午前９時30分～11時30分
【費　用】月3,000円 他材料費
【指　導】金子　文江
【申込先】増田　順子
　　　　　☎（82）8458

　籐のかごやバッグなど好きな
物を楽しく作製、一緒に楽しみ
ませんか。

籐工芸教室

かね  こ         ふみ  え

まし だ        じゅんこ

【活動日時】
　毎月第２・４水曜日
　午前10時～正午
【費　用】月2,000円
【指　導】大根田　悦子
【申込先】関　利夫
　　　　　☎（82）8851

　癒しの音色オカリナを和気あ
いあい演奏しています。経験者
の方、一緒に楽しみませんか。

オカリナ四季草風会

おお  ね   だ          えつ  こ

せき　　 とし  お

令和６年度
自主講座会員募集

令和６年度
自主講座会員募集

令和６年度
自主講座会員募集

令和６年度
自主講座会員募集

【活動日時】
　毎月第３土曜日
　午前９時30分～11時30分
【費　用】年6,000円
【指　導】大橋　弘
【申込先】細谷　和孝
　　　　　☎090（5214）1130

　講師が連載中の文章と指定の
テキスト（徒然草）を読む。

文学講座書劍林

おおはし　　ひろし

ほそ  や         かずたか

【活動日時】
　第２・４土曜日
　午前９時～正午
【費　用】1,000円/回
【指　導】柴　宗生
【申込先】手塚　代志子
　　　　　☎090（8803）9967

　自然体でお茶を味わいましょ
う。老若男女、初心者大歓迎で
す。

なごみ茶道クラブ

て  づか        よ    し    こ

しば　　 そう せい

城址公園ホール
（壬生中央公民館）

【活動日時】
　毎週水曜日（原則４回/月）
　午後１時30分～３時30分
【費　用】月2,000円
【指　導】阿部　紀久子
【申込先】宮沢　順一
　　　　　☎090（9360）7559

　“人は希望と共に若く”と詠った詩
人がいます。若さを保つ為に私たち
と一緒に太極拳を楽しみませんか？

壬生太極拳クラブ

みやざわ      じゅんいち

あ   べ           き   く   こ
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【活動日時】
　月３回金曜日
　午前10時～正午
【費　用】月2,000円
【指　導】秋澤　則子
【申込先】松本　洋子
　　　　　☎（82）3989

　とにかく楽しく、楽しくをモ
ットーに年をとっても出来ます。

壬生フォークダンス

【活動日時】
　毎月第２木曜日
　午前10時～正午
【費　用】年間2,000円
【指　導】三上　博史
【申込先】鈴木　学
　　　　　☎090（3548）6865

　自由な発想で「言葉で遊ぶ」
楽しい時間です。ボケ防止にも
最適です。

みぶスリーアップ川柳会

み  かみ       ひろ し

すず  き       まなぶ

【活動日時】
　木曜日
　午前10時～正午
【費　用】月2,000円
【指　導】池葉　英子
【申込先】市川　美代子
　　　　　☎090（7702）9456

　楽しく踊って、若さと健康を手
に入れませんか！お待ちしていま
す。

いきいき元気体操

いけ  ば        えい  こ

いちかわ　　　 み   よ   こ

あきざわ        のり  こ

まつもと　　  よう  こ

【活動日時】
　金曜日
　午前10時～11時30分
【費　用】月2,000円
【指　導】出雲　千枝子
【申込先】山根　博子
　　　　　☎（82）8795

　初めての方、時間のある方大
歓迎。柔らかな身体で夢づくり
しましょう。

どり～む・ヨガクラブ

やま  ね         ひろ  こ

【活動日時】
　毎月第３木曜日（8月は無し）
　午後１時30分～５時
【費　用】半年6,000円
【指　導】斉藤　信昭
【申込先】浄法寺　孝
　　　　　☎（86）2744

　作品を持ち寄り、先生から指
導撮影技術の解説を受けていま
す。

壬生写真クラブ

さいとう        のぶあき

じょうほうじ       たかし

【活動日時】
　毎月第４金曜日
　午前10時～正午
【費　用】半期9,000円位（会
　員数によって変更あり）
【指　導】高橋　進
【申込先】笠井　美恵子
　　　　　☎（86）4707

　花や果物などを書いて、心和む
絵手紙を目指し、練習しています。

かたくりの会

たかはし      すすむ

かさ  い           み   え   こ

【活動日時】
　毎月第２日曜日
　午前10時～正午
【費　用】３ヶ月2,000円
【指　導】菊川　敦子
　　　　　小倉　史江
【申込先】唐沢　和江
　　　　　☎（82）2271

コール “響”

からさわ        かず  え

お  ぐら       ふみ  え

きくかわ　　 あつ  こ

【活動日時】
　第１・３木曜日
　午前９時30分～11時30分
【費　用】月2,000円
【指　導】清水　恵子
【申込先】飯泉　道子
　　　　　☎（82）1579

　古い着物、思い出の着物を、普
段着にリメイクして、楽しんでいま
す。

もめんの会

し  みず       けい  こ

いいずみ       みち  こ

【活動日時】
　毎月第２・4木曜日
　午前９時30分～正午
【費　用】月3,000円
【指　導】井上　幸枝
【申込先】鈴木　和子
　　　　　☎（82）1294

　かな書道だけでなく、興味ある
分野の文字を自分のペースで学
んでいます。

壬幸かな書道会

いの うえ       ゆき  え

すず  き         かず こ

い ず も          ち   え    こ

【活動日時】
　毎月第２・４木曜日
　午後２時30分～４時30分
【費　用】月3,000円
【指　導】孫　秀貴
【申込先】上岡　久美子
　　　　　☎090（4951）8776

　韓国の文化に触れながら楽し
く勉強しています。初心者でも
大歓迎。

韓国語講座‘愛’
【活動日時】
　毎月第４土曜日
　午後１時30分～４時
【費　用】月１,000円
　　　　　６ケ月前払い
【指　導】和田　浩一
【申込先】戸田　富美子
　　　　　☎（82）0790
　会員16名が、句会に３句提
出、先生の指導と各自が鑑賞し
合って楽しんでいます。

あすなろ俳句会

わ　だ　　　こういち

と　だ　　　 と　み　こ

そん　　　み　き

かみおか　　　く　み　こ

　クラシックからポピュラーまで、
楽しく明るく声を重ねましょう。

【活動日時】
　第２、４水曜日　３～４時間
【費　用】月3,500円（雑費共）
【指　導】長谷川　宰子
【申込先】森田　則子
　　　　　☎（82）2327

　小物からランプ等楽しみなが
ら製作しています。是非一度体
験してみてください。

ステンドグラス教室

 は   せ   がわ      さえ  こ

もり た         のり こ
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【活動日時】
　第４水曜日
　午前10時～正午
【費　用】月1,000円
　　　　（会場費年間1,500円）
【指　導】半田きもの学院
　　　　　半田　千枝子
【申込先】神山　博子
　　　　　☎090（9390）6310
　和気あいあいと自装と他装、そ
の他希望により指導しています。

着付けクラブ「和みの会」

はん だ           ち    え   こ

かみやま        ひろ こ

【活動日時】
　第１・３木曜日
　午後１時30分～３時30分
【費　用】月3,100円
【指　導】津崎　博行
【申込先】尾池　享子
　　　　　☎（86）0475
　初めての方も上級の方も、一
緒に楽しめるステンドグラス講
座です。

南犬飼ステンドグラス教室

お  いけ       きょうこ

つ  ざき        ひろゆき

【活動日時】
　第１・２・３金曜日
　午前10時～11時30分
【費　用】月3,000円
【指　導】川田　育子
【申込先】髙橋　千年
　　　　　☎（82）3448

　一緒に心と身体をリフレッシ
ュしませんか。

壬生ソフトヨーガ午前の部

かわ  た        やす  こ

たかはし 　　  ち と せ

【活動日時】
　第３水曜日　
　午後６時30分～８時30分
【費　用】月1,000円
【申込先】佐藤　澄江
　　　　　☎（86）4651

　つまみやおかずになる料理を
作り、持ち帰ってお家で楽しみ
ます。

おうちで居酒屋

さ とう       すみ  え

【活動日時】
　第１・３土曜日
　午前９時30分～11時30分
【費　用】300円/１回
【指　導】篠崎　千尋
【申込先】野中　眞知子
　　　　　☎090（2255）3403
　日常生活を健やかに快適に、
過ごすためのストレッチ運動と
筋トレ！

ちひろ健康体操

しのざき         ち  ひろ

の  なか        ま   ち   こ

【活動日時】
　毎月第１、３水曜日
　（年末年始等変更有）
　午前10時～正午
【費　用】毎月2,000円（自己都合
　　　　　　で月１回の場合も同じ）
【指　導】清水　恵子
【申込先】高木　久子
　　　　　☎080（6055）9514
　家で眠っている着物を楽しみ
つつ洋服にリメイクしています。

なでしこ会

し  みず       けい  こ

たか  ぎ         ひさ  こ

リリーコーラス

せり ざわ       もと のぶ

【活動日時】
　毎月第1・3水曜日
　午前10時～正午
【費　用】月1,500円
【指　導】小倉　史江
【申込先】芹澤　基信
　　　　　☎090（7722）8973
　会員の希望曲等様々なジャンル
の曲を練習し、発表の機会を設け
楽しんでいます。

お  ぐら       ふみ  え

【活動日時】
　第２火曜日
　午前10時～11時30分
【費　用】月1,500円
【指　導】小倉　史江
【申込先】岡本　恵
　　　　　☎090（3348）0983
　奏でる音、きれいな和音一緒
に脳トレしませんか？初心者大
歓迎！！

ベルフラワー

お  ぐら       ふみ  え

おかもと　   めぐみ

【活動日時】
　月２回/第１・３水曜日また
　は第２・４水曜日
　午前10時～11時30分
【費　用】月1,500円
【指　導】大里　悦子
【申込先】川俣　起子
　　　　　☎090（3337）3166
　用具を使ってさまざまな音楽
に合わせて行う体操なので、楽
しくできます。

3Ｂ体操

おおさと        えつ こ

かわまた        ゆき  こ

【活動日時】
　第１・３木曜日
　午前10時～正午
【費　用】月2,500～3,000円
【指　導】井上　幸枝
【申込先】大栗　隆
　　　　　☎（82）6571
　漢字、かな文字…いつかスイ
スイ、さらさらと。共に励みま
しょう。

書道教室（ゆふがほの会）

おおぐり　　たかし

いのうえ　　 ゆき  え

すみれコーラス

はま  の         かず  こ

まつしま　　　      こ

まつばら       きょう       こ

【活動日時】
　毎月第１,２,３木曜日
　午前10時～正午
【費　用】月3,000円
【指　導】松原　恭子
【申込先】浜野　和子 ☎（86）2053
　　　　　松嶋きよ子 ☎（82）3818
　素晴らしい先生方の下、楽し
くレッスンを続けています。毎
週木曜日が楽しみです。

南犬飼地区公民館

【活動日時・場所】
　・毎週火・金・日曜日
　・定例会　第4日曜日
　　朝練　午前６時～（１時間）
　・壬生町内、県内のサイクリ
　　ングロード
【費　用】入会金2,000円
【申込先】須釡　修一
　　　　　☎（82）2013
　定例会は少し遠出、季節の風景に
触れたりして楽しく走っています。

壬生サイクリングクラブ

す がま      しゅういち
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【活動日時】
　毎週水曜日（月４回）
　午前10時～11時30分
【費　用】月2,000円
【指　導】出雲　千枝子
【申込先】新井　喜久江
　　　　　☎（82）2295
　「頑張らない」「無理を
しない」老若男女誰でも
出来る簡単ヨガです。

あかつきヨガクラブ

あら  い       き　く　え

【活動日時】
　第１・３金曜日　
　午前10時～正午
【費　用】2,000円/月
【指　導】小倉　史江
【申込先】岡本　恵
　☎090（3348）0983
　童謡ポップス流行歌…
…“うたの花束”を届ける
混声合唱団に入りません
か？

コール“たんぽぽ”

【活動日時】
　日曜日（月３回）
　午前10時～11時30分
【費　用】4,000円/月
【指導・申込先】
　　古澤　ゆり子
　　☎090（2228）0177
　初めての方、大歓迎！
仲間と一緒に笑顔でフラ
を踊りましょう。

モアニ　ケアラ

ふるさわ　　  　　　    こ

稲葉地区公民館

【活動日時】
　第１・３土曜日
　午前10時～11時30分
【費　用】1,000円
【指　導】菊地　浩子
【申込先】小林　和子
　　　　　☎（82）6196
　無理なく誰にでも出来
るヨガです。健康の為に
一緒にいかがですか？

ヨガ教室　いちご

こ ばやし      かず  こ

きく  ち        ひろ  こ

【活動日時】
　毎月第１・3金曜日
　午前10時～正午
【費　用】月2,000円
【指　導】清水　恵子
【申込先】大久保　すみい
　　　　　☎（86）0983

　着物への思いや古来の良さを
新たな服へとリメイクしていま
す。

古布の会

おお  く   ぼ

し みず       けい  こ

き  むら　　  　　　    こ

あきざわ　　 のり  こ

【活動日時】
　第２・４木曜日
　午前10時～正午
【費　用】2,500円/２ケ月
【指　導】秋澤　則子
【申込先】岡田　美智子
　　　　　☎090（2220）8288

　“明るく元気に”をモットーにボラ
ンティアや食事会を楽しんでいま
す。

フォークダンス　こすもす

おか  だ          み    ち   こ

【活動日時】
　月３回/木曜日
　午前10時～11時30分
【費　用】月4,000円
【指　導】中條　真紀
【申込先】上田　朱里
　　　　　☎080（1128）9793
　みんなで楽しくフラダンス。
初心者大歓迎！自然に笑顔にな
ります。

メリア

なかじょう      ま    き

うえ  だ        じゅ  り

【活動日時】
　毎月第１・３水曜日
　午後１時30分～３時
【費　用】月3,000円
【指　導】木村　けい子
【申込先】芹澤　基信
　　　　　☎090（7722）8973
　発表の機会を設けながらアンサ
ンブル曲を中心に楽しみながら練
習を行っています。

壬生オカリナクラブ（Ⅱ）

せりざわ      もとのぶ

【活動日時】
　毎月第１・３金曜日
　午前10時～11時30分
【費　用】月3,000円
【指　導】木村　けい子
【申込先】芹澤　基信
　　　　　☎090（7722）8973

　多くの曲目の中から楽しめる
選曲等で練習を行い、発表に継
げています。

壬生オカリナクラブ（Ⅰ）

き  むら　　  　　　    こ

せりざわ      もとのぶ

い ず も          ち   え    こ
お  ぐら       ふみ  え

おかもと　   めぐみ

壬生町ＰＲラジオ番組の放送します
　ＣＲＴ栃木放送にて、今年度も年に４回壬生町の魅力をＰＲするラジオ番組「みぶナビ」を
放送します。壬生町のふるさと夢大使サトウヒロコさんと、パーソナリティ、壬生町職員が出
演する予定です。ぜひお聴きください。

○第１回放送日　６月11日（火）午後３時45分頃
　　　　　　　Accent～アクセント！～内

◎問合せ　総合政策課情報デジタル係　☎（81）1814
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　近年、気候変動の影響による降水量の増大に加え、市街化の進展で雨水が地中に浸透する面積が減少したこと
により、短時間に多量の雨水が河川等に流れ込むことによる氾濫や雨水を排水しきれないことによる冠水等の都
市型水害が頻発しています。
　栃木県が制定した栃木県流域治水プロジェクトでは、個人が取組める治水対策の例として、雨水タンクの設置
や、敷地内で雨水を浸透させる等の取組みが挙げられています。
　そこで町では、雨水の流出の抑制や雨水有効利用の促進を図るため、自身の所有する建築物の敷地内に雨水貯
留浸透施設を設置する方に対して、設置費の一部を補助する事業を令和５年度より実施しています。
　雨水貯留浸透施設の設置を検討している方は、是非、補助制度を活用してください。

○注意事項
・必ず、雨水貯留浸透施設の設置前に補助申請をしてください。補助金の交付決定を受ける前に設置完
了した雨水貯留浸透施設は、補助の対象外となります。
・例外として、申請者自身が市販の雨水貯留施設（雨水タンク等）を設置した場合のみ、設置後の補助
申請が可能です。詳細については、下水道課まで問合せてください。
・個人の住宅だけでなく、店舗や事業所等で施設を整備する場合も補助申請は可能ですが、展示又は販
売を目的とする建築物は補助の対象外です。

壬生町全域
・補助対象区域内に建築物を所有する方
・建築物を使用している方で所有者の同意を得た方
雨水貯留浸透施設の設置に要した経費（税込）の２分の１
※補助上限額　雨水貯留施設　１基につき　４０，０００円
　　　　　　　雨水浸透施設　１基につき　６０，０００円
雨水貯留施設　１敷地内１基まで
雨水浸透施設　１敷地内４基まで

補助対象区域
補助対象者

補 助 金 額

補 助 基 数

雨水浸透施設
　浸透ます等、敷地内に降った雨水をそのまま敷地内
で浸透処理するための施設です。

雨水貯留施設
　雨水タンク等、敷地内に降った雨水を一時的に
蓄え、雑用水として利用するための施設です。

　申請手続きの詳細および申請書類書式は、壬生町公式ウェブサイトに掲載しています。
　右側の二次元コードを確認してください。

◎問合せ　下水道課業務係　☎（81）1859

設置費補助制度のご案内設置費補助制度のご案内設置費補助制度のご案内
壬 生 町 雨 水 貯 留 浸 透 施 設

◎問合せ　●総合政策課情報デジタル係　☎（81）1814

https://



☎（51）6022　FAX（51）2943　 メール yuugaosc@cc9.ne.jp
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ゆうがおスポーツ
フェスティバル

ゆうがおスポーツクラブ事務局
壬生町壬生甲3828（町総合運動場管理棟内）

サッカースクール
ミニバスケットボールスクール

ハイキング

イベント ※開催日時等は変更になる場合があります。詳細は事務局に問合せてください

ゆうがおスポーツクラブ
ウェブサイト

ゆうがおスポーツクラブ
教 室 案 内

200円/回

200円/回

200円/回

200円/回

エンジョイゴルフ

ラージボール卓球

太　極　拳

健　康　体　操

19：00～20：00

13：30～15：30 

13：30～15：30

13：30～15：00

月
教室名 時間 会員料金開催日

毎月最終（月）

毎　週

第１・３・４

第２・４

ミニバスケットボール
３.４.８月休み

ジュニアランニング

（一般）バスケットボール

ピラティス

ランニング

エンジョイスリム

　バドミントン

みんなで新卓球

エアロビクス

硬式テニス（昼）

フラダンス

ピラティス（夜）

ジュニアバドミントン

硬式テニス（夜）

バレトン

貯筋運動

家族でスポーツ

ボルダリング

ヨ　　ガ

ジュニアテニス 

200円/回17：00～18：00不定期

200円/回

300円/回

300円/回

300円/回

500円/回

200円/回

100円/回

300円/回

300円/回

200円/回

500円/回

200円/回

200円/回

300円/回

300円/回

200円/回

500円/回

300円/回

200円/回

17：30～18：30

19：30～20：30

9：30～10：30

18：00～19：30

19：00～20：30

19：00～21：00

9：30～11：30

10：00～11：00

10：00～12：00

13：30～15：00

19：00～20：00

19：00～21：00

19：00～21：00

10：00～11：00

15：15～16：15

19：00～21：00

18：20～20：30

19：30～20：30

9：00～10：30

毎　週

不定期

毎　週

月２回

毎　週

毎　週

毎　週

月４回

毎　週

第２・４

月４回

毎　週

毎　週

毎　週

毎　週

毎　週

不定期

毎　週

毎　週

火

水

木

金

土



◎場所・問合せ　とちぎわんぱく公園　☎（86）5855
※各イベントの申込期間／方法については、とちぎわんぱく公園ウェブサイトを確認してください

No. タイトル名 対　象 参加費日　程 時　　間 場　所 定　員

3
和紙ちぎり絵教室～入門講座～
※連続講座 若干名午前10時～正午６/20（木）

７/18（木） 実費ぱなぱな工房 両日参加可能
な大人の方

カヌー体験教室4 各回12名午前10時～正午
午後１時30分～３時30分６/22（土） 2,000円

冒険の湖
受付：カヌー
の家

小学３年生以
上

午前９時～12時30分６/22（土）

5
わんぱく地球っ子クラブ
壁画をつくろう※連続講座 12名 参加無料ぱなぱな工房 両日参加可能

な小学生
午前９時～午後３時23（日）

8 ヤギと友だちになろう 10組午前10時～11時６/30（日） 100円なかよし農園
ヤギ舎 どなたでも

1
第37回栃木県営都市公園写
真コンクール 入賞作品展 午前９時30分～午後５時６/８（土）～

30（日）　 観覧無料こどもの城ス
テージ どなたでも ̶

10組ヤギと友だちになろう 午前10時～11時

７/13（土）

100円

なかよし農園
ヤギ舎 どなたでも9

定員なし
双子ヤギ【はな＆そら】の
誕生会 午後１時30分～

 参加無料
※先着でお子
さんにプレゼ
ントあり

6 七夕★短冊をかざろう 午前９時30分～午後５時
（最終入館午後４時30分）

６/29（土）～
７/７（日）　

 参加無料
（入館料は
掛かります）

ふしぎの船 ふしぎの船入
館者 定員なし

7 オオムラサキの観察会 ８組午前10時～11時30分６/29（土） 参加無料ぱなぱな工房 ４歳～小学生
の親子

参加無料10
ムシが集まる木をさがして
みよう

集合：ぱなぱ
な工房
活動：園内

親子 12組午前８時40分～10時30分７/14（日）

2
栃木県　県民の日
ふしぎの船 入館無料

午前９時30分～午後５時
（最終入館午後４時30分）

６/８（土）
９（日）
15（土）

ふしぎの船 どなたでも ̶ ̶

28



お し ら せ

　
軽
自
動
車
税
納
付
確
認
シ
ス
テ
ム

（
軽
J
N
K
S
）
の
運
用
開
始
に
伴

い
、
継
続
検
査
（
車
検
）
時
の
納
税

証
明
書
の
提
示
は
原
則
不
要
と
な
り

ま
し
た
。

　
右
記
の
と
お
り
、
軽
自
動
車
税
納

付
確
認
シ
ス
テ
ム
（
軽
J
N
K
S
）

の
運
用
開
始
及
び
省
資
源
化
の
推
進

の
た
め
、
令
和
５
年
度
か
ら
「
口
座

振
替
領
収
済
通
知
書
」
の
送
付
を
廃

止
し
て
い
ま
す
。

　
振
替
結
果
に
つ
き
ま
し
て
は
、
預

貯
金
通
帳
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
事
情
に
よ
り
納
税
証
明
書

が
必
要
な
方
は
、
本
庁
住
民
課
ま
た

は
稲
葉
・
南
犬
飼
出
張
所
に
て
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。
※
発
行
無
料

◎
問
合
せ　
税
務
課
収
税
係　
☎

（
81
）１
８
１
６

　
令
和
４
年
度
よ
り
町
で
は
、
高
齢

者
へ
の
効
率
的
で
効
果
的
な
支
援
の

実
施
を
目
的
と
し
た
「
高
齢
者
の
保

健
事
業
と
介
護
予
防
等
の
一
体
的
実

施
事
業
」を
開
始
し
、そ
の
中
で「
訪

問
事
業
」
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
引

き
続
き
令
和
６
年
度
も
、
町
か
ら
委

託
を
受
け
た
「
壬
生
北
地
区
・
南
地

区
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
」
の
職

員
が
自
宅
を
訪
問
す
る
際
に
、
健
診

や
通
院
な
ど
の
状
況
を
確
認
し
、
必

要
に
応
じ
て
健
診
・
医
療
・
介
護
サ

ー
ビ
ス
を
案
内
し
ま
す
。

◎
問
合
せ　
住
民
課
国
保
年
金
係

☎（
81
）１
８
３
２

　
町
で
は
新
た
な
出
会
い
の
機
会
を

提
供
す
る
と
ち
ぎ
結
婚
支
援
セ
ン
タ

ー
へ
の
入
会
登
録
料
に
補
助
金
を
交

付
し
て
い
ま
す
。

○
補
助
金
額　
上
限
１
０
，
０
０
０

円○
実
施
期
間　
令
和
６
年
４
月
１
日

〜
令
和
９
年
３
月
31
日

○
対
象
者　
次
の
全
て
の
要
件
を
満

た
す
方

１
．
町
内
に
住
所
を
有
す
る
こ
と

２
．
未
婚
者
で
あ
る
こ
と

３
．
令
和
６
年
４
月
１
日
以
降
に
セ

ン
タ
ー
に
登
録
し
て
い
る
こ
と

４
．
セ
ン
タ
ー
に
登
録
し
、
申
請
日

に
お
い
て
退
会
し
て
い
な
い
こ
と

※
婚
姻
し
て
退
会
し
た
方
は
除
き
ま

す５
．
町
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と

６
．
婚
姻
後
に
継
続
し
て
壬
生
町
に

居
住
す
る
意
思
を
有
す
る
と
認
め
ら

れ
る
こ
と

○
提
出
書
類

・
壬
生
町
と
ち
ぎ
結
婚
支
援
セ
ン
タ

ー
登
録
補
助
金
交
付
申
請
書
兼
請
求

書・
と
ち
ぎ
結
婚
支
援
セ
ン
タ
ー
入
会

登
録
料
の
領
収
書
等

○
そ
の
他　
と
ち
ぎ
結

婚
支
援
セ
ン
タ
ー
へ
の

入
会
は
下
記
二
次
元
コ

ー
ド
か
ら
申
込
み

　
☎
０
２
８（
６
８
８
）０
８
８
０

◎
問
合
せ　
こ
ど
も
未
来
課
子
育
て

支
援
係　
☎（
81
）１
８
６
４

　
町
で
は
、
「
壬
生
町
寝
具
洗
濯
乾

燥
消
毒
事
業
」
を
毎
年
実
施
し
て
い

ま
す
。
各
地
区
の
民
生
委
員
を
通
し

て
利
用
希
望
者
を
把
握
し
て
い
ま
す
。

　
利
用
を
希
望
す
る
方
は
次
の
事
項

を
確
認
の
上
、
担
当
地
区
の
民
生
委

員
を
通
し
て
申
込
み
く
だ
さ
い
。

○
実
施
時
期 　
７
月
及
び
11
月

○
対
象　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、

寝
具
の
衛
生
管
理
が
困
難
で
家
族
等

の
援
助
（
住
民
税
な
ど
の
扶
養
関
係

を
含
む
）
が
受
け
ら
れ
な
い
方

・
ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢
者
、
ま
た

は
高
齢
者
の
み
の
世
帯
の
方

・
重
度
の
身
体
障
が
い
者
（
身
体
障

が
い
者
手
帳
１
・
２
級
）
の
方

○
実
施
枚
数　
掛
布
団
、
敷
布
団
お

よ
び
毛
布
の
う
ち
３
枚
ま
で

○
利
用
料

・
住
民
税
課
税
世
帯
の
方
に
つ
い
て

は
、
利
用
料
と
し
て
実
費
の
１
割
を

負
担
。

・
料
金
は
枚
数
に
関
係
な
く
一
律
、

洗
濯
乾
燥
消
毒
８
９
０
円
で
す
。

・
非
課
税
世
帯
の
方
は
無
料
で
す
。

・
利
用
料
金
は
利
用
決
定
時
に
通
知

し
ま
す
。

・
洗
濯
及
び
乾
燥
消
毒
に
要
す
る
日

数
は
10
日
程
度
で
す
。

※
町
委
託
の
業
者
が
自
宅
に
連
絡
し
、

直
接
寝
具
の
回
収
・
納
品
を
行
い
ま

す
　
「
壬
生
町
老
人
保
健
福
祉
施
設
整

備
」
（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
）
を

予
定
さ
れ
て
い
る
事
業
者
を
募
集
し

ま
す
。

　
施
設
整
備
を
予
定
し
て
い
る
事
業

所
は
、
壬
生
町
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

よ
り
募
集
要
項
お
よ
び
様
式
を
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
し
、
記
載
の
う
え
町
健
康

福
祉
課
ま
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

○
募
集
す
る
施
設
整
備

・
整
備
募
集
施
設　
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム　

・
定
員
等　
30
床

・
整
備
内
容　
増
床

○
整
備
場
所　
町
内
全
域

○
募
集
要
項
の
配
布　
６
月
３
日（
月
）

〜
９
月
10
日（
火
）

○
応
募
書
類
の
提
出
期
間　
８
月
19

日（
月
）〜
９
月
10
日（
火
）

《
共
通
事
項
》

◎
問
合
せ　
健
康
福
祉
課
高
齢
福
祉

係　
☎（
81
）１
８
３
０

　
認
知
症
の
方
や
そ
の
家
族
、
地
域

の
み
な
さ
ん
が
楽
し
め
る
場
所
で
す
。

ど
な
た
で
も
お
気
軽
に
お
越
し
く
だ

さ
い
。

　
当
日
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
に

よ
る
歌
や
踊
り
、
民
話
等
の
レ
ク
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
も
予
定
し
て
い
ま
す
。

（
内
容
は
そ
の
日
に
よ
っ
て
異
な
り

ま
す
。
）

　
お
茶
や
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
み
な
が
ら
、

ほ
っ
と
ひ
と
息
し
ま
せ
ん
か
。

◆
オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
「
な
ご
み
」

○
日
時　
６
月
28
日（
金
）午
前
10
時

〜
11
時
30
分

○
場
所　
町
ふ
れ
あ
い
交
流
館
（
し

の
の
め
公
園
内
）

◆
オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
「
福
来
（
ふ
っ

く
）
ら
」

○
日
時　
６
月
16
日（
日
）午
前
10
時

〜
11
時
頃

○
場
所　
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

税
務
課
か
ら
の
お
し
ら
せ

軽
自
動
車
の
継
続
検
査（
車
検
）時
に
納

税
証
明
書
の
提
示
は
原
則
不
要
で
す

「
高
齢
者
の
保
健
事
業
と
介
護
予
防

等
の
一
体
的
実
施
事
業
」
に
お
け
る

訪
問
事
業
へ
の
協
力
に
つ
い
て

住
民
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

「
寝
具
洗
濯
乾
燥
消
毒
事
業
」
の

利
用
希
望
に
つ
い
て

健
康
福
祉
課
か
ら
の
お
し
ら
せ

壬
生
町
と
ち
ぎ
結
婚
支
援
セ
ン
タ

ー
入
会
登
録
補
助
金
に
つ
い
て

こ
ど
も
未
来
課
か
ら
の

お
し
ら
せ

「
壬
生
町
老
人
保
健
福
祉
施
設

整
備
法
人
」
の
募
集
に
つ
い
て

オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
の
開
催
に
つ

い
て
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お し ら せ

し
も
つ
け
荘　
ホ
ー
ル

《
共
通
事
項
》

○
参
加
費　
１
０
０
円

◎
問
合
せ

　
健
康
福
祉
課
介
護
保
険
係　
☎（
81
）

１
８
７
６
、
１
８
７
７

　
壬
生
北
地
区
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー　
☎（
86
）３
５
７
９

　
壬
生
南
地
区
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー　
☎（
82
）２
１
１
９

○
日
時　
10
月
13
日（
日
）午
前
10
時

〜
正
午

○
会
場

・
第
１
会
場　
宇
都
宮
大
学
（
峰
キ

ャ
ン
パ
ス
）
宇
都
宮
市
峰
町
３
５
０

・
第
２
会
場　
と
ち
ぎ
健
康
の
森　

宇
都
宮
市
駒
生
町
３
３
３
７
‒
１

○
試
験
案
内
書
（
申
込
書
）
の
配
布

・
配
布
期
間　
６
月
３
日（
月
）〜
６

月
30
日（
日
）

・
配
布
場
所　
県
内
の
市
役
所
お
よ

び
町
役
場（
介
護
保
険
担
当
窓
口
）、

栃
木
県
庁
（
保
健
福
祉
部
高
齢
対
策

課
）
、
各
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
と

ち
ぎ
福
祉
プ
ラ
ザ
、
県
シ
ル
バ
ー
大

学
校
各
校
、
と
ち
ぎ
健
康
の
森
総
合

受
付（
土
・
日
・
祝
日
も
配
布
）

○
受
付　
６
月
10
日（
月
）〜
６
月
30

日（
日
）　
試
験
案
内
書
に
同
封
の
封

筒
で
簡
易
書
留
に
て
送
付
（
６
月
30

日
当
日
消
印
有
効
）

※

受
付
期
間
以
外
の
受
付
は
一
切
行

い
ま
せ
ん

○
受
験
料　
１
３
，
４
０
０
円

◎
申
込
・
問
合
せ　
（
社
福
）と
ち
ぎ

健
康
福
祉
協
会　

☎
０
２
８（
６
５

０
）５
５
８
７

　
台
湾
の
東
部
沖
沿
岸
を
震
源
と
す

る
地
震
に
よ
り
被
害
に
遭
わ
れ
た
方

に
、
心
か
ら
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま

す
。

　
被
災
さ
れ
た
方
を
支
援
す
る
た
め

に
、
町
社
会
福
祉
協
議
会
で
は
、
次

の
と
お
り
救
援
金
の
受
付
を
実
施
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
皆
さ

ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

○
受
付
期
間　
〜
６
月
28
日（
金
）

○
受
付
方
法　
①
窓
口
受
付　
②
銀

行
振
込
に
よ
る
受
付　
③
救
援
金
箱

※

受
領
書
が
必
要
な
方
は
、
壬
生
町

社
会
福
祉
協
議
会
の
窓
口
を
利
用
し

て
く
だ
さ
い

①
窓
口
受
付　
町
社
会
福
祉
協
議
会

（
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）

②
銀
行
振
込
に
よ
る
受
付

※

利
用
す
る
金
融
機
関
に
よ
っ
て
は
、

店
頭
硬
貨
整
理
手
数
料
や
振
込
手
数

料
が
別
途
か
か
る
場
合
が
あ
る
の
で
、

銀
行
窓
口
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い

・
足
利
銀
行

　
振
込
口
座　
県
庁
内
支
店　
（
普
）

１
７
５
５
９

・
栃
木
銀
行

　
振
込
口
座　
本
店　
（
普
）１
４
０

３
４
５
３

※

口
座
名
義
（
両
金
融
機
関
共
通
）

日
本
赤
十
字
社
栃
木
県
支
部
（
ニ
ホ

ン
セ
キ
ジ
ュ
ウ
ジ
シ
ャ
ト
チ
ギ
ケ
ン

シ
ブ
）

※

振
込
依
頼
書
に
救
援
金
名
称
を
必

ず
記
入
し
て
く
だ
さ
い

・
ゆ
う
ち
ょ
銀
行

　
振
替
口
座　
０
０
１
１
０
‒
２
‒

５
６
０
６

　

加
入
者
名
「
日
本
赤
十
字
社
」

（
ニ
ホ
ン
セ
キ
ジ
ュ
ウ
ジ
シ
ャ
）

③
救
援
金
箱
設
置
場
所　

　
町
社
会
福
祉
協
議
会
（
町
保
健
福

祉
セ
ン
タ
ー
内
）

◎
問
合
せ　
日
本
赤
十
字
社
壬
生
町

分
区
（
町
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）

　
☎（
82
）７
８
９
９

　
各
小
学
校
区
を
対
象
に
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
方
々
の
力
を
借
り
て
、
手

品
や
バ
ル
ー
ン
・
ゲ
ー
ム
な
ど
楽
し

い
イ
ベ
ン
ト
を
行
っ
て
い
ま
す
。

◆
七
夕
飾
り
を
作
っ
て
願
い
を
か
な

え
よ
う
！

○
日
時　
６
月
23
日（
日
）午
前
10
時

〜
11
時
30
分

○
場
所　
落
合
公
民
館
（
生
涯
学
習

館
の
隣
）

◆
夏
祭
り

○
日
時　
７
月
７
日（
日
）午
前
10
時

〜
11
時
30
分

○
場
所　
北
公
民
館
（
福
和
田
１
５

８
５
番
地
１
１
６
）

○
参
加
費　
無
料

◎
問
合
せ
〝
フ
レ
ン
ド
〞岡
本　
☎

０
９
０（
３
３
４
８
）０
９
８
３

　
獨
協
メ
デ
ィ
カ
ル
倶
楽
部
で
は
、

健
康
に
関
す
る
講
演
会
を
実
施
し
ま

す
。

○
日
時　
６
月
21
日（
金
）午
後
５
時

〜○
会
場　
獨
協
医
科
大
学
創
立
30
周

年
記
念
館　
関
湊
記
念
ホ
ー
ル

○
テ
ー
マ　
あ
な
た
の
〝
す
い
臓
〞

は
大
丈
夫
？
│
早
期
発
見
で
「
す
い

臓
が
ん
」
も
こ
わ
く
な
い
│

　
講
師　
入
澤
篤
志
先
生
（
獨
協
医

科
大
学
消
化
器
内
科
教
授
）

○
対
象　
壬
生
町
民
の
方　
定
員
約

２
０
０
名
（
直
接
会
場
に
来
場
し
て

く
だ
さ
い
）

○
受
講
料　
無
料

○
駐
車
場　
無
料
（
外
来
駐
車
場
を

利
用
。
駐
車
券
を
会
場
に
持
参
）

◎
主
催
・
問
合
せ　
（一社
）獨
協
メ

デ
ィ
カ
ル
倶
楽
部　
☎（
86
）７
６
０

０
（
平
日
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
30

分
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
栃
木
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
で
は
心

の
健
康
相
談
を
行
っ
て
い
ま
す
。
健

康
相
談
に
は
予
約
が
必
要
で
す
の
で
、

次
の
問
合
せ
先
に
連
絡
し
て
く
だ
さ

い
。

○
日
時
・
内
容

・
精
神
科
医
に
よ
る
相
談
（
要
予

約
）　

　
９
月
３
日（
火
）、
10
月
11
日（
金
）、

２
月
４
日（
火
）午
後
２
時
〜
４
時

　
７
月
４
日（
木
）、
12
月
５
日（
木
）

午
後
１
時
〜
３
時

・
保
健
師
に
よ
る
相
談

　
随
時
実
施
（
平
日
午
前
８
時
30
分

〜
午
後
５
時
15
分
）

○
会
場　
県
庁
下
都
賀
庁
舎
２
階　

カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
室

○
対
象　
心
の
不
調
や
ひ
き
こ
も
り
、

依
存
症
な
ど
に
つ
い
て
悩
み
を
抱
え

て
い
る
本
人
・
家
族
・
関
係
者
の
方

か
ら
の
相
談
を
受
け
ま
す
。

　
栃
木
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
で
は
、

統
合
失
調
症
患
者
の
家
族
同
士
が
交

流
で
き
る
家
族
交
流
会
を
開
催
し
て

い
ま
す
。
参
加
に
は
申
込
が
必
要
で

す
の
で
、
次
の
問
合
せ
先
に
連
絡
し

て
く
だ
さ
い
。

○
日
時　
７
月
11
日（
木
）、
令
和
７

年
１
月
29
日（
水
）　
午
後
１
時
30
分

〜
３
時

○
対
象　
統
合
失
調
症
患
者
の
家
族

○
会
場　
県
庁
下
都
賀
庁
舎
２
階

カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
室

令
和
６
年
度
介
護
支
援
専
門
員

実
務
研
修
受
講
試
験
の
ご
案
内

「
２
０
２
４
年
台
湾
東
部
沖
地
震

救
援
金
」の
受
付
開
始
に
つ
い
て

主
任
児
童
委
員〝
フ
レ
ン
ド
〞に
よ

る
子
ど
も
た
ち
の
居
場
所
づ
く
り

第
１３
回
獨
協
メ
デ
ィ
カ
ル
倶
楽
部

講
演
会

令
和
６
年
度
精
神
保
健
福
祉
相

談
の
お
知
ら
せ

い
り
さ
わ
あ
つ
し

令
和
６
年
度
精
神
障
害
者
家
族

会
の
お
知
ら
せ 
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お し ら せ

　
栃
木
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
で
は
、

パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
の
患
者
・
家
族
会

を
開
催
し
て
い
ま
す
。
参
加
に
は
申

込
が
必
要
で
す
の
で
、
次
の
問
合
せ

先
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

○
日
時

・
５
月
29
日（
水
）、
７
月
17
日（
水
）、

９
月
11
日（
水
）、
11
月
13
日（
水
）、

令
和
７
年
２
月
26
日（
水
）午
後
１
時

30
分
〜
３
時

・
令
和
７
年
１
月
15
日（
水
）午
後
２

時
〜
３
時
30
分

○
対
象
者　
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
の
患

者
・
家
族

○
会
場　
県
庁
下
都
賀
庁
舎
２
階

大
会
議
室

《
共
通
事
項
》

◎
申
込
・
問
合
せ　
県
栃
木
健
康
福

祉
セ
ン
タ
ー
保
健
衛
生
課　
☎（
22
）

４
１
２
１

　
け
し
の
仲
間
に
は
、
法
律
で
栽
培

が
禁
止
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま

す
が
、
こ
の
け
し
を
不
正
け
し
と
言

い
ま
す
。
毎
年
、
管
内
で
は
観
賞
用

と
し
て
栽
培
さ
れ
た
り
、
雑
草
に
混

ざ
っ
て
自
生
し
て
い
る
不
正
け
し
が

多
く
見
つ
か
り
ま
す
。
ま
た
、
大
麻

は
許
可
な
く
栽
培
で
き
ま
せ
ん
。

　
不
正
栽
培
ま
た
は
自
生
し
て
い
る

不
正
大
麻
・
け
し
を
発
見
し
た
場
合

や
、
植
え
て
良
い
け
し
か
否
か
鑑
別

に
迷
っ
た
時
は
栃
木
健
康
福
祉
セ
ン

タ
ー
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
問
合
せ　
県
栃
木
健
康
福
祉
セ
ン

タ
ー　
☎（
22
）４
１
２
１

　
年
齢
を
重
ね
て
も
、
ま
だ
ま
だ
元

気
で
働
き
た
い
意
欲
の
あ
る
60
歳
以

上
の
皆
さ
ん
、
一
緒
に
働
き
ま
せ
ん

か
？
新
規
会
員
へ
の
入
会
説
明
会
を

開
催
し
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
お
越
し
く

だ
さ
い
。

　
な
お
、
左
記
の
日
程
で
は
都
合
が

つ
か
な
い
方
は
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

○
日
時　
７
月
１
日（
月
）午
後
１
時

30
分 

〜
（
概
ね
30
分
）

○
場
所　
シ
ル
バ
ー
ワ
ー
ク
プ
ラ
ザ

　
研
修
室
（
役
場
庁
舎
西
）

○
入
会
資
格　

 

・
町
内
在
住
で
、
原
則
60
歳
以
上
の

方・
健
康
で
働
く
意
欲
の
あ
る
方
（
特

別
な
資
格
な
ど
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
）

・
シ
ル
バ
ー
事
業
の
趣
旨
を
理
解
し
、

賛
同
さ
れ
る
方

○
説
明
会
内
容　
入
会
資
格
・
シ
ル

バ
ー
事
業
の
趣
旨
・
概
要
の
説
明
、

入
会
申
込
書
の
記
入
方
法
、
質
疑

　
長
い
経
験
と
キ
ャ
リ
ア
を
持
っ
た

元
大
工
等
の
会
員
が
技
と
心
で
研
ぎ

ま
す
。

○
日
時
・
場
所

・
７
月
10
日（
水
）シ
ル
バ
ー
ワ
ー
ク

プ
ラ
ザ
（
役
場
庁
舎
西
）

・
７
月
17
日（
水
）南
犬
飼
地
区
公
民

館
分
館

　
午
前
９
時
〜
午
後
１
時
（
多
少
前

後
す
る
事
が
有
り
ま
す
）

○
料
金　
菜
切
り
包
丁
３
５
０
円
、

出
刃
包
丁
４
５
０
円
、
鎌
２
０
０
円

〜
３
５
０
円　
等

※

刃
こ
ぼ
れ
、
サ
ビ
落
と
し
は
、
割

り
増
し
（
状
況
に
よ
り
１
５
０
円
〜

２
５
０
円
）
と
な
り
ま
す

《
共
通
事
項
》

◎
問
合
せ　
（
公
社
）壬
生
町
シ
ル
バ

ー
人
材
セ
ン
タ
ー　
☎（
82
）４
６
８

２
　
労
働
保
険
（
労
災
保
険
・
雇
用
保

険
）
の
年
度
更
新
期
間
は
、
６
月
３

日（
月
）〜
７
月
10
日（
水
）で
す
。

　
最
寄
り
の
労
働
局
・
労
働
基
準
監

督
署
・
金
融
機
関
で
申
告
・
納
付
を

お
願
い
し
ま
す
。

　
年
度
更
新
申
告
書
の
書
き
方
お
よ

び
申
告
・
納
付
方
法
等
の
詳
細
に
つ

い
て
は
、
年
度
更
新
申
告
書
に
同
封

し
て
い
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
を
参

照
し
て
く
だ
さ
い
。

　
労
働
保
険
の
手
続
に「
電
子
申
請
」

を
是
非
活
用
し
て
く
だ
さ
い
（
自
宅

や
オ
フ
ィ
ス
か
ら
24
時
間
い
つ
で
も

申
告
・
納
付
が
可
能
で
す
）

　
　
　
　

◎
問
合
せ　
栃
木
労
働
局
労
働
保
険

徴
収
室　

☎
０
２
８（
６
３
４
）９
１

１
３
・
栃
木
労
働
基
準
監
督
署　
☎

（
24
）７
７
６
６

　
今
年
は
、
７
月
13
日（
土
）、
14
日

（
日
）に
八
坂
祭
を
開
催
し
ま
す
。　

今
回
は
、
昨
年
よ
り
規
模
を
拡
大
し

て
の
開
催
と
な
り
ま
す
。

○
日
時

・
７
月
13
日（
土
）午
後
３
時
〜
９
時

・
７
月
14
日（
日
）午
後
６
時
〜
９
時

　
両
日
と
も
午
後
４
時
〜
10
時
の
間
、

下
記
区
間
で
交
通
規
制
が
行
わ
れ
ま

す
。

◎
問
合
せ　
町
夏
祭
り
実
行
委
員
会

（
当
番
町　
舟
町
）
☎（
82
）４
３
１

７

　
車
道
や
歩
道
の
一
部
に
、
あ
な
た

の
所
有
地
か
ら
樹
木
が
張
り
出
し
た

り
、
雑
草
が
繁
茂
し
た
り
し
て
、
車

や
歩
行
者
の
通
行
の
妨
げ
と
な
っ
て

い
ま
せ
ん
か
？

　
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
歩
行
者
や
車

両
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
、
原
因

と
な
っ
た
樹
木
等
が
生
え
て
い
る
土

地
の
所
有
者
が
管
理
責
任
を
問
わ
れ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
（
民
法
第
７

１
７
条
、
道
路
法
第
43
条
）

商
工
観
光
課
か
ら
の
お
し
ら
せ

労
働
保
険
の
年
度
更
新
及
び
電

子
申
請
の
お
知
ら
せ

壬
生
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ

ー
会
員
募
集
中（
入
会
説
明
会
）

壬
生
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ

ン
タ
ー
か
ら
の
お
し
ら
せ

令
和
６
年
度
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病

患
者
・
家
族
会
の
お
知
ら
せ

不
正
大
麻
・
け
し
撲
滅
運
動
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

刃
物
研
ぎ
の
お
知
ら
せ

厚生労働省
ウェブサイト

労働保険電子申請
特設サイト　

建
設
課
か
ら
の
お
し
ら
せ

道
路
上
に
張
り
出
し
て
い
る
樹

木
等
の
管
理
に
つ
い
て
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な
お
、
私
有
地
か
ら
張
り
出
し
て

い
る
樹
木
な
ど
は
、
土
地
所
有
者
の

方
に
所
有
権
が
あ
る
た
め
、
町
で
剪

定
・
伐
採
な
ど
は
で
き
ま
せ
ん
。

（
民
法
第
２
３
３
条
）

　
事
故
を
未
然
に
防
ぎ
、
安
全
で
円

滑
な
通
行
が
で
き
る
よ
う
、
あ
な
た

の
所
有
し
て
い
る
土
地
を
確
認
し
、

適
正
な
管
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
ま
た
県
道
・
国
道
に
樹
木
が
張
り

出
し
た
り
、
雑
草
が
繁
茂
し
て
い
る

場
合
に
つ
い
て
は
栃
木
土
木
事
務
所

に
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

◎
問
合
せ

　
町
建
設
課
管
理
係　
☎（
81
）１
８

５
０

　
栃
木
土
木
事
務
所
保
全
第
二
課　

☎（
23
）３
４
３
７

　
都
市
計
画
を
変
更
す
る
に
あ
た
り
、

都
市
計
画
の
案
を
縦
覧
し
ま
す
。

　
な
お
、
こ
の
都
市
計
画
の
案
に
つ

い
て
意
見
の
あ
る
方
は
、
縦
覧
期
間

中
、
意
見
申
出
書
を
提
出
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

○
都
市
計
画
の
案　
用
途
地
域
の
変

更
（
町
決
定
）

○
対
象
と
す
る
土
地
の
区
域　
お
も

ち
ゃ
の
ま
ち
一
丁
目
地
区
の
一
部

○
案
の
縦
覧
期
間　
６
月
13
日（
木
）

〜
６
月
27
日（
木
）午
前
８
時
30
分
〜

午
後
５
時
15
分（
土
、
日
を
除
く
）

○
意
見
申
出
書
提
出
の
際
の
留
意
事

項　
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
な
ら

び
に
意
見
の
趣
旨
お
よ
び
そ
の
理
由

を
明
記
し
、
縦
覧
期
間
内
に
下
記
の

提
出
先
に
持
参
ま
た
は
郵
送
で
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
提
出
さ
れ
た
意
見

書
の
要
旨
は
都
市
計
画
審
議
会
に
提

出
さ
れ
ま
す
。

◎
案
の
縦
覧
場
所
、
意
見
書
の
提
出

先
お
よ
び
問
合
せ
先　
都
市
計
画
課

都
市
計
画
係　
☎（
81
）１
８
５
３

　
水
道
メ
ー
タ
ー
検
針
を
次
の
と
お

り
実
施
し
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。
ま
た
、
メ
ー
タ
ー
器

及
び
ボ
ッ
ク
ス
に
つ
い
て
は
、
お
客

様
に
管
理
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

○
期
間　
７
月
１
日（
月
）〜
７
月
10

日（
水
）

○
特
に
協
力
い
た
だ
き
た
い
事
項

・
期
間
中
、
愛
犬
は
出
入
口
や
メ
ー

タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
か
ら
離
れ
た
所
に
つ

な
い
で
お
い
て
く
だ
さ
い
。

・
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
の
上
に
は
物

を
置
か
な
い
で
く
だ
さ
い
。
（
鉄
板
、

資
材
、
植
木
鉢
、
車
、
洗
濯
機
な
ど
）

・
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
の
中
は
き
れ

い
に
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。
（
水
、

砂
、
泥
、
ゴ
ミ
な
ど
）

・
家
屋
の
増
改
築
の
際
は
、
メ
ー
タ

ー
ボ
ッ
ク
ス
を
見
や
す
い
と
こ
ろ
に

設
置
し
て
く
だ
さ
い
。

　
町
で
は
、
止
水
栓
か
ら
宅
地
内
の

給
水
装
置
（
給
水
管
、
メ
ー
タ
ー
ボ

ッ
ク
ス
な
ど
）
に
つ
い
て
は
、
お
客

様
の
管
理
区
分
と
な
り
ま
す
。
こ
の

部
分
に
つ
い
て
の
漏
水
な
ど
の
修
繕

は
、
お
客
様
に
負
担
し
て
も
ら
い
ま

す
。

　　
３
ヶ
月
に
１
度
、
水
道
水
の
放
射

性
物
質
を
測
定
し
て
い
ま
す
。
な
お
、

放
射
性
物
質
は
検
出
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
の
で
、
安
心
し
て
ご
使
用
く
だ
さ

い
。

《
共
通
事
項
》

◎
問
合
せ
先　
水
道
課　
☎（
82
）２

２
６
０
（
徴
収
事
務
受
託
者
㈱
日
本

ウ
ォ
ー
タ
ー
テ
ッ
ク
ス
）

　　
不
明
水
と
は
、
汚
水
（
し
尿
及
び

生
活
雑
排
水
）
の
み
を
処
理
す
る
下

水
道
処
理
施
設
に
、
何
ら
か
の
理
由

で
雨
水
や
地
下
水
な
ど
が
流
入
す
る

こ
と
を
い
い
ま
す
。

　
そ
の
理
由
は
下
水
道
管
の
老
朽
化

に
よ
る
ひ
び
や
隙
間
な
ど
か
ら
の
流

入
以
外
に
、
各
家
庭
の
雨
水
管
誤
接

合
（
雨
樋
等
の
接
続
）
が
考
え
ら
れ

ま
す
。

　
不
明
水
が
発
生
す
る
と
、
下
水
道

処
理
施
設
の
処
理
能
力
を
超
え
た
水

量
が
流
入
し
て
施
設
へ
の
負
担
が
大

き
く
な
り
処
理
が
不
安
定
と
な
る
こ

と
か
ら
、
水
環
境
が
悪
化
し
て
し
ま

い
、
下
水
処
理
費
用
も
そ
の
分
増
加

し
て
し
ま
い
ま
す
。
自
宅
の
下
水
を

流
し
て
い
る
排
水
設
備
に
破
損
が
な

い
か
ど
う
か
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　　
料
理
店
な
ど
油
脂
類
を
排
出
す
る

事
業
所
は
グ
リ
ー
ス
ト
ラ
ッ
プ
を
設

置
し
、
適
切
な
維
持
管
理
を
お
願
い

し
ま
す
。

　
グ
リ
ー
ス
ト
ラ
ッ
プ
と
は
、
厨
房

そ
の
他
調
理
場
等
か
ら
の
排
水
に
含

ま
れ
る
油
脂
類
を
分
離
浮
上
さ
せ
て

収
集
す
る
た
め
の
装
置
で
す
。
管
理

が
適
切
に
行
わ
れ
な
い
と
次
の
よ
う

な
問
題
が
生
じ
る
た
め
、
適
切
な
維

持
管
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

・
バ
ス
ケ
ッ
ト
内
の
残
り
が
腐
敗
し

悪
臭
が
生
じ
る
。

・
グ
リ
ー
ス
ト
ラ
ッ
プ
内
に
油
脂
類

が
大
量
に
溜
ま
る
と
、
油
脂
類
が
分

離
さ
れ
な
い
ま
ま
下
水
道
管
に
流
れ
、

管
の
閉
そ
く
が
生
じ
る
。

※

な
お
基
準
を
超
え
る
下
水
を
排
出

し
、
公
共
下
水
道
の
施
設
が
被
害
を

受
け
た
場
合
に
は
、
修
繕
等
の
費
用

を
負
担
し
て
も
ら
う
場
合
が
あ
り
ま

す《
共
通
事
項
》

◎
問
合
せ　
下
水
道
課
業
務
係　
☎

（
81
）１
８
５
８

　
（
公
財
）栃
木
県
育
英
会
で
は
、
令

和
６
年
４
月
に
高
等
学
校
（
中
等
教

育
学
校
の
後
期
課
程
及
び
特
別
支
援

学
校
の
高
等
部
を
含
む
。
）
ま
た
は

修
業
年
限
２
年
以
上
の
専
修
学
校
高

等
課
程
に
在
学
し
て
い
る
方
を
対
象

に
奨
学
生
を
募
集
し
ま
す
。

○
募
集
期
間　
６
月
３
日（
月
）〜
６

月
21
日（
金
）

○
貸
与
月
額　
国
公
立
１
８
，
０
０

０
円
・
私
立
３
０
，
０
０
０
円　

 

○
願
書
配
布
先　
５
月
中
旬
に
県
内

高
等
学
校
、
市
町
教
育
委
員
会
、
県

教
育
事
務
所
、
県
民
プ
ラ
ザ
、
県
民

相
談
室
等
に
配
布
し
ま
す
。

水
道
課
か
ら
の
お
し
ら
せ

水
道
メ
ー
タ
ー
検
針
の
お
知
ら
せ

お し ら せ

下
水
道
課
か
ら
の
お
し
ら
せ

町
の
下
水
道
不
明
水
対
策
に
つ

い
て

止
水
栓
か
ら
宅
地
内
の
給
水
装

置
の
漏
水
に
つ
い
て

放
射
性
物
質
測
定
結
果
に
つ
い
て

油
脂
類
を
公
共
下
水
道
に
流
さ

な
い
で
く
だ
さ
い

学
校
教
育
課
か
ら
の
お
し
ら
せ

奨
学
生
の
募
集
に
つ
い
て
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◎
問
合
せ　
（
公
財
）栃
木
県
育
英
会

事
務
局　
☎
０
２
８（
６
２
３
）３
４

５
９　

　
第
１
回　
バ
ラ
ン
ス
ボ
ー
ル
で
健

康
づ
く
り

　
健
康
づ
く
り
に
バ
ラ
ン
ス
ボ
ー
ル

を
体
験
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

○
日
時　
６
月
30
日（
日
）　
午
後
１

時
30
分
〜
３
時
30
分 

○
場
所　
生
涯
学
習
館　
講
堂

○
講
師　
認
定
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
マ
ド
レ

ボ
ニ
ー
タ
産
後
セ
ル
フ
ケ
ア
イ
ン
ス

ト
ラ
ク
タ
ー
小
嶋
千
恵
氏

○
対
象
・
定
員　
町
民
30
名　

○
参
加
費　
１
０
０
円
（
お
茶
代
と

し
て
）

◎
申
込
・
問
合
せ　
セ
ミ
ナ
ー
ス
タ

ッ
フ
「
み
ち
」
福
田　
☎（
86
）０
１

５
３
、
間
中　
☎（
86
）１
７
８
３

　
初
心
者
の
方
で
も
安
心
し
て
利
用

で
き
る
よ
う
、
毎
月
３
回
イ
ン
ス
ト

ラ
ク
タ
ー
に
よ
る
指
導
日
を
設
け
て

い
ま
す
。

○
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
指
導
日
時

・
６
月
11
日（
火
）午
前
10
時
〜
正
午
、

午
後
１
時
〜
３
時

・
６
月
16
日（
日
）午
前
10
時
〜
正
午
、

午
後
１
時
〜
３
時

・
６
月
27
日（
木
）午
後
３
時
〜
７
時

・
７
月
９
日（
火
）午
前
10
時
〜
正
午
、

午
後
１
時
〜
３
時

・
７
月
21
日（
日
）午
前
10
時
〜
正
午
、

午
後
１
時
〜
３
時

・
７
月
25
日（
木
）午
後
３
時
〜
７
時

○
場
所　
町
総
合
運
動
場
ト
レ
ー
ニ

ン
グ
ル
ー
ム

○
使
用
料
金　
一
人
に
つ
き
１
時
間

１
５
０
円
（
ゆ
う
が
お
ス
ポ
ー
ツ
ク

ラ
ブ
会
員
は
１
時
間
１
０
０
円
）

※

使
用
料
金
の
み
で
イ
ン
ス
ト
ラ
ク

タ
ー
に
よ
る
指
導
を
受
け
ら
れ
ま
す

◎
問
合
せ　
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
施
設

係　
☎（
82
）２
３
４
５

　
町
で
は
、
関
東
大
会
、
全
国
大
会

お
よ
び
世
界
大
会
に
出
場
す
る
個
人

お
よ
び
団
体
に
対
し
、
本
町
の
ス
ポ

ー
ツ
・
文
化
の
振
興
に
寄
与
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
激
励
金
を
交
付
し

て
い
ま
す
。

○
対
象
者

　
町
内
に
住
所
を
有
し
て
い
る
方
で
、

大
会
の
要
項
等
に
規
定
さ
れ
て
い
る

選
手
、
監
督
、
コ
ー
チ
お
よ
び
マ
ネ

ー
ジ
ャ
ー
等
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、

監
督
、
コ
ー
チ
、
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
等

に
つ
い
て
は
、
町
外
に
在
住
す
る
方

も
対
象
者
と
し
ま
す
。

　
大
会
の
内
容
に
よ
っ
て
は
該
当
し

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
町
ス

ポ
ー
ツ
振
興
課
ま
で
問
合
せ
て
く
だ

さ
い
。

○
対
象
大
会

　
対
象
大
会
は
、
予
選
会
ま
た
は
選

考
会
を
経
て
選
抜
ま
た
は
推
薦
さ
れ

た
選
手
お
よ
び
団
体
を
対
象
と
し
て

開
催
さ
れ
る
全
国
大
会
等
で
、
主
催
、

後
援
ま
た
は
推
薦
が
次
の
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
な
り
ま

す
。

　
（
１
）文
部
科
学
省　
（
２
）都
道
府

県
教
育
委
員
会　
（
３
）日
本
ス
ポ
ー

ツ
協
会
お
よ
び
そ
の
加
盟
団
体　

（
４
）中
学
校
体
育
連
盟

※

詳
細
に
つ
い
て
は
壬
生
町
公
式
ウ

ェ
ブ
サ
イ
ト
に
も
掲
載
し
て
い
ま
す

◎
問
合
せ　
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
振
興

係　
☎（
82
）２
３
４
５

　
壬
生
町
体
育
協
会
タ
ー
ゲ
ッ
ト
・

バ
ー
ド
ゴ
ル
フ
部
で
は
、
誰
に
で
も

楽
し
め
る
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
と
し
て
70

歳
か
ら
89
歳
の
会
員
51
名
が
、
毎
週

日
・
火
・
金
曜
日
に
定
期
練
習
を
実

施
し
、
練
習
の
成
果
を
確
認
す
る
た

め
、
年
10
回
の
大
会
を
開
催
し
健
康

増
進
に
努
め
て
い
ま
す
。

　
こ
の
度
、
左
記
日
程
で
「
第
一
回

タ
ー
ゲ
ッ
ト
・
バ
ー
ド
ゴ
ル
フ
体
験

会
」
を
開
催
し
ま
す
。

　
タ
ー
ゲ
ッ
ト
・
バ
ー
ド
ゴ
ル
フ
は
、

狭
い
場
所
で
も
手
軽
に
ゴ
ル
フ
の
爽

快
感
を
体
験
で
き
る
唯
一
の
生
涯
ス

ポ
ー
ツ
で
す
。
是
非
、
体
験
し
て
み

て
く
だ
さ
い
。

○
日
時　
７
月
７
日（
日
）、
９
日

（
火
）、
12
日
（
金
）
午
前
９
時
〜
11

時○
会
場　
町
総
合
公
園
陸
上
競
技
場

北
側
タ
ー
ゲ
ッ
ト
・
バ
ー
ド
ゴ
ル
フ

場○
服
装　
運
動
が
で
き
る
服
装
で
帽

子
を
着
用

○
用
具　
必
要
な
用
具
（
ク
ラ
ブ
・

ボ
ー
ル
・
マ
ッ
ト
）
は
貸
出
し
ま
す
。

○
参
加
対
象　
壬
生
町
在
住
の
方

（
中
学
生
以
上
）

○
参
加
費　
無
料

○
申
込
方
法　
６
月
28
日（
金
）ま
で

に
町
体
育
協
会
事
務
局
（
総
合
運
動

場
体
育
館
内
）
☎（
82
）２
３
４
５
に

電
話
、
ま
た
は
窓
口
で
申
込
み
。

◎
問
合
せ
　
壬
生
町
タ
ー
ゲ
ッ
ト
・

バ
ー
ド
ゴ
ル
フ
協
会

　
大
塚　
☎（
82
）１
０
５
８

　
長
井　
☎（
82
）２
８
９
６

　
町
民
の
皆
さ
ん
の
健
康
増
進
と
親

睦
を
は
か
る
た
め
、
町
民
グ
ラ
ウ
ン

ド
・
ゴ
ル
フ
大
会
を
開
催
し
ま
す
。

○
主
催　
町
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
ゴ
ル
フ

協
会

○
日
時　
７
月
９
日（
火
）午
前
８
時

30
分
集
合
締
切
（
遅
刻
し
た
場
合
は

参
加
で
き
ま
せ
ん
。
）

※

小
雨
延
期
（
午
前
８
時
に
決
定
）

延
期
の
場
合
は
、
７
月
16
日（
火
）に

実
施
予
定

○
会
場　
町
総
合
運
動
場
Ｂ
グ
ラ
ウ

ン
ド

○
参
加
資
格　
町
内
在
住
の
方

○
申
込
方
法　
当
日
会
場
に
て
受
付

○
参
加
料　
３
０
０
円
（
協
会
登
録

者
は
無
料
）

○
協
会
へ
の
登
録　
年
間
会
費
３
，

５
０
０
円
〈
町
協
会
費
２
，
０
０
０

円
、
県
協
会
費
１
，
０
０
０
円
、（
公

社
）日
本
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
ゴ
ル
フ
協

会
費
５
０
０
円
〉

○
持
参
品　
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
ゴ
ル
フ

用
品
（
持
っ
て
い
な
い
方
は
申
し
出

て
く
だ
さ
い
）

◎
問
合
せ　
壬
生
町
グ
ラ
ウ
ン
ド
・

ゴ
ル
フ
協
会　
会
長　
星
野
ト
ヨ　

☎（
82
）１
８
８
７

壬
生
町
総
合
運
動
場
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

ル
ー
ム
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
指
導
日

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
か
ら
の

お
し
ら
せ

ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
全
国
大
会
等
の

出
場
者
へ
激
励
金
を
交
付
し
ま
す

生
涯
学
習
課
か
ら
の
お
し
ら
せ

生
涯
学
習
セ
ミ
ナ
ー　
人
生
１
０
０

年　
学
ぶ
楽
し
さ
再
発
見
〜
Ｓ
Ｄ
Ｇ

ｓ
社
会
を
目
指
し
て
Ｐ
ａ
ｒ
ｔ
３
〜

お し ら せ

第
一
回
タ
ー
ゲ
ッ
ト
・
バ
ー
ド

ゴ
ル
フ
体
験
会
の
開
催
に
つ
い
て

令
和
６
年
度
第
３
回
町
民
グ
ラ
ウ
ン

ド
・
ゴ
ル
フ
大
会　
参
加
者
募
集

ほ
し 

の  

と  

よ
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　みんなで一緒に歌を歌ったり、リズムで遊んだり、親子で
音の世界を楽しみましょう。
　２人の講師によるステキなピアノの演奏もあります。一瞬
ですが、子育ての忙しさから解放される優雅な時間も楽し
みですね。
○日　時　７月５日（金）午前10時～11時
○場　所　南犬飼地区公民館（本館　講堂）
○講　師　織田萌氏・星川愛里子氏（ピアノ講師）
○対　象　生後３か月頃～未就園児（町内在住）
○定　員　親子８組
○申　込　６月７日（金）から電話で申し込み（定員にな
　　　　り次第締め切り）
○持ち物　バスタオル・タオル・お気に入りのおもちゃ
　　　　水分補給用飲み物（ミルク等）
◎問合せ　こども未来課子育て支援センターひよこ
　　　　　☎（82）3309（午前９時～午後４時30分）

　児童館をはじめて利用する親子を応援します。
○日　時　６月19日（水）午前10時 ～11時
○内　容　利用案内・読み聞かせ・クラフトタイム・自由遊び
○対　象　はじめて児童館を利用する親子
○申　込　前日までに電話で申込み

　小物づくりをきっかけに子育て・ママ友
づくりを応援します。
○日　時　６月21日（金）
　　　　　午前９時45分～10時45分　４組
　　　　　午前10時45分～11時45分　４組
○内　容　クラフトタイム・読み聞かせ・自由遊び
○対　象　未就園児親子（町内在住）８組
○申　込　前日までに電話で申込み

○日　時　７月27日（土）
　　　　　午前９時30分～10時30分　未就学児（１歳児
　　　　以上）20名
　　　　　午前11時～正午　小学生30名
○内　容　ゲーム・製作など
○対　象　町内在住
　　　　　第１部　未就学児　20名
　　　　　保護者同伴、保護者は世帯につき１人まで参
　　　　加可
　　　　　第２部　小学生　30名
　　　　　※兄弟がいる場合は一緒の時間にできるよう
　　　　　に調整しますが、希望の時間に添えない場合
　　　　　もあります
○参加費　100円
○申　込　６月26日（水）～７月24日（水）
　　　　　申込期間中に参加費を添えて直接児童館まで
　　　　来館ください。（定員になり次第締め切り）

《共通事項》
○場　所　町児童館
◎問合せ　こども未来課・児童館　☎（82）7388
　　　　（月曜日～土曜日　午前９時30分～午後６時）

　お祭り気分が味わえる「縁日ごっこ」踊りやゲーム、お
面、くじ引きなど親子で一緒に楽しみましょう。
○日　時　７月12日（金）・13日（土）
　　　　　①午前９時15分～10時15分
　　　　　②午前10時30分～11時30分
○場　所　子育て支援センターつばめ
○対　象　未就学児親子（町内在住）
　　　　　ファミリーサポートセンター会員
○定　員　子ども80人（各日40人まで） 各時間帯20人まで
　　　　　※子ども１人につき大人２人まで参加可
○参加費　無料
○申　込　６月10日（月）～
　　　　　右記申込フォームより申込み
○持ち物　水分補給用飲み物・エコバック等（景品を入
　　　　れる為）
　　　　　※貴重品は各自で管理
　　　　　※動きやすい服装で来所ください
◎問合せ　こども未来課子育て支援センターつばめ　　
　　　　　☎（86）0132・（25）7773
　　　　　（午前９時～午後４時30分）

『リズムで遊ぼう！』参加者募集 はじめての児童館

マミータイム【季節のペーパークラフト】

児童館『夏まつり』参加者募集

児童館からのおしらせ児童館からのおしらせ

ファミリーサポートセンター交流会
「縁日ごっこ」参加者募集のお知らせ
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お　だ もえ　　　 ほしかわ あ　り　す

子育て支援センターつばめからのおしらせ

子育て支援センターひよこからのおしらせ

安心と安全の保証付車検を提供する まごころサービス
関東陸運局指定民間車検場　鈴木自動車販売

フリーダイヤル（通話料 当社負担）0120-12-0798



図書館からのおしらせ図書館からのおしらせ

　多くの方に読書に親しんでもらうため、町内８か所
のステーションを巡回し、本の貸出を行っています。
　町内在住の方は、無料で利用することができます。

●貸出
　・貸出冊数：10冊まで
　・貸出券は、図書館と共通です。貸出券のない方
　には、その場で発行しますので、住所、氏名が確
　認できるもの（免許証や健康保険証等）を提示し
　てください。
●返却
　・次の巡回時に返却してください。図書館や稲葉・
　南犬飼地区公民館設置の返却ボックスに返すこと
　もできます。
　・図書館で借りた資料も、ステーション先で返却
　できます。

移動図書館「BMゆうがお・みぶ」を
ご利用ください

　図書館では、スタッフ・ボランティアによる子ど
も向けの読み聞かせを開催しています。

おはなし会６・７月の日程

　６月１日（土）・８日（土）・15日（土）・22日（土）・
　29日（土）
　７月６日（土）・13日（土）・20日（土）・27日（土）
　午前10時～10時30分

（０・１・２才向け）
　６月20日（木）・７月18日（木）　
　午前10時～10時30分

《共通事項》
○場　所　町立図書館２階　児童室
◎問合せ　町立図書館　☎（82）8543

おはなしひろば

親子おはなし会

稲葉小学校

壬生東小学校

壬生北小学校

安塚小学校

睦小学校

藤井小学校

羽生田小学校

午後１時～２時

午後１時～３時

午後１時～２時

午後１時～３時

午後１時～３時

午後１時～２時

午後１時～２時

4日（木）

5日（金）

9日（火）

10日（水）

11日（木）

12日（金）

18日（木）

○移動図書館（BM）７月の日程

おもちゃのまち
（おもちゃ団地協同
　組合北側駐車場）

午後２時～４時26日（金）

睦小学校

壬生北小学校

壬生東小学校

稲葉小学校

羽生田小学校

藤井小学校

安塚小学校

午後１時～３時

午後１時～２時

午後１時～３時

午後１時～２時

午後１時～２時

午後１時～２時

午後１時～３時

6日（木）

11日（火）

14日（金）

18日（火）

20日（木）

21日（金）

26日（水）

○移動図書館（BM）６月の日程

おもちゃのまち
（おもちゃ団地協同
　組合北側駐車場）

午後２時～４時28日（金）

移動図書館の利用方法

小説や実用書、絵本など
約3,000冊のせています。

BM（ビーエム）＝
ブックモービルの略
自動車図書館のことです。

35

予 約 ラ ン キ ン グ

⇒ メニューアイコン内「お知らせ」⇒ 
メニュー内「資料紹介」⇒ 予約ランキング

図書館ウェブサイト

令和５年度壬生町立図書館

書　　名 著者名順位 出版社 予約回数
32

27

26

25

25

20

１

２

３

４

4

6

あなたが誰かを殺した

魔女と過ごした七日間

汝、星のごとく

風に立つ

墨のゆらめき

変な家

東野圭吾

東野圭吾

凪良ゆう

柚月裕子

三浦しをん

雨穴

講談社

KADOKAWA

講談社

中央公論新社

新潮社

飛鳥新社

　人気作家東野圭吾さんの作品が1番多く予約されました。
　壬生町立図書館では、小説が人気であることがよく分
かる結果となりました。
　最新の予約ランキングは、図書館ウェブサイトで見る
ことができますので、ぜひご覧ください！

BMって
なあに



お し ら せ

下水道工事にご協力ください
　雨水管敷設工事を下記のとおり行います。
　工事期間中はご迷惑をおかけしますが、ご協
力をお願いします。

工 事 名：公共下水道工事（北部第三排水区）
　　　　　その１工区
工事箇所：安塚地内
工事期間：６月上旬頃～８月中旬頃

※なお、測量や材料の発注等により、時間を要
する場合があります
◎問合せ　下水道課工務係　☎（81）1859

獨協医科大学

南犬飼中学校

至宇都宮↑
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各　　種　　相　　談各　　種　　相　　談

お し ら せ

消費生活相談

対　象

相談員

日　時

消費生活相談員

月～金曜日
（土・日曜日、祝日および年末年始を除く）
午前９時～正午、午後１時～４時 

町内在住者
申込み
問合せ 町消費生活センター　☎（82）1106

場　所 町消費生活センター（役場庁舎内）

　相続全般ほか「相続登記義務化」、おひとり様
や認知症に備えた生前対策、ほか法律相談

行政書士相談

司法書士相談

相談内容

日　時

役場103会議室（１階）

対　象

申込方法
電話予約受付（先着順）

相談員 司法書士

場　所

６月19日（水）午後２時～４時
１回の相談時間は30分です

町内在住者

申込み
問合せ 生活環境課くらし安心係　☎（81）1826

６月３日（月）午前８時30分～

相続、遺言、農地転用、開発行為等の手続相談内容

日　時

役場103会議室（１階）

対　象

申込方法
電話予約受付（先着順）

相談員 行政書士

場　所

６月26日（水）午後２時～４時　 
１回の相談時間は30分です

町内在住者

申込み
問合せ 生活環境課くらし安心係　☎（81）1826

６月３日（月）午前８時30分～

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
か
ら
の
お
し
ら
せ

　
自
動
音
声
ガ
イ
ダ
ン
ス
に
よ
り
、
「
大
手
電
話

会
社
」
を
騙
り
、
ご
利
用
中
の
回
線
を
突
然
利
用

停
止
す
る
旨
を
通
知
し
、
金
銭
を
搾
取
し
よ
う
と

す
る
不
審
な
電
話
が
か
か
っ
て
く
る
事
象
や
プ
リ

ペ
イ
ド
カ
ー
ド
等
の
電
子
マ
ネ
ー
に
よ
る
未
払
い

料
金
等
の
支
払
い
を
要
求
す
る
事
象
が
発
生
し
て

い
ま
す
。

　
近
頃
で
は
、
国
際
電
話
か
ら
発
信
さ
れ
る
ケ
ー

ス
も
増
加
し
て
い
ま
す
。

　
電
話
会
社
の
社
員
を
騙
る
訪
問
者
に
よ
り
架
空

の
未
納
料
金
の
支
払
い
を
求
め
ら
れ
る
事
象
も
発

生
し
て
い
ま
す
。

○
電
話
会
社
よ
り
自
動
音
声
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
用
い

て
契
約
状
況
に
関
す
る
事
項
や
、
回
線
の
利
用
停

止
を
通
知
す
る
こ
と
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、

決
し
て
応
じ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

○
プ
リ
ペ
イ
ド
カ
ー
ド
等
の
電
子
マ
ネ
ー
に
よ
る

支
払
い
や
、
番
号
を
聴
取
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。
万
が
一
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
等
で
プ

リ
ペ
イ
ド
カ
ー
ド
な
ど
の
電
子
マ
ネ
ー
を
購
入
し

た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
番
号
を
決
し
て
伝
え

な
い
よ
う
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

○
不
安
に
思
っ
た
場
合
や
、
ト
ラ
ブ
ル
が
生
じ
た

場
合
は
、
す
ぐ
に
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
へ
相
談
し

ま
し
ょ
う
。

◎
問
合
せ
　
町
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
☎（
82
）１
１
０
６

「
大
手
電
話
会
社
」
を
か
た
っ
た
不
審
な

電
話
（
自
動
音
声
）
や
Ｓ
Ｍ
Ｓ
等
に
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

人権・行政相談

その他

相談内容

場　所

日　時

南犬飼地区公民館

６月20日（木）午後１時30分～３時30分

　相談無料・秘密厳守 気軽にご相談ください。
予約は必要ありませんが、事前予約を推奨します。

申込み
問合せ 生活環境課くらし安心係　☎（81）1826

心配ごと特別相談（弁護士相談）

（福）壬生町社会福祉協議会　☎（82）7899

その他

対　象

申込日

申込方法

相談員

場　所

日　時

　国が設立した法律相談機関『法テラス栃木』
もご利用ください。☎0570（078）374

町内在住　各回５名
同一の内容の相談は一回限り

弁護士

電話予約受付（先着順）

６月10日（月）
午前８時30分～

７月８日（月）
午前８時30分～

６月13日（木）  
午前10時～正午

７月11日（木）  
午前10時～正午

申込み
問合せ

町保健福祉センター２階　録音室

「人権相談」
　ひとりで悩んでいませんか？
　毎日の生活の中で、差別、いじめ、職場で
の嫌がらせ、虐待、DVなどで思い悩むこと
がある場合、人権擁護委員に人権相談をする
ことができます。
「行政相談」
　医療保険、年金、道路等、行政についての
苦情、要望等。
　相談員は本町の下記行政相談委員。
　相田喜久夫 氏　☎（82）0603
　粂川　元一 氏　☎（86）3869

あい だ  き  く  お

くめかわ    もといち

ト
ラ
ブ
ル
に
あ
わ
な
い
た
め
の
ポ
イ
ン
ト



壬生町防災行政無線システムについて

総務課消防防災係　☎（81）1808壬生町防災行政無線に関するお問合せは

　役場にて放送した拡声子局からの案内と同じ内容を、携
帯電話やパソコンなどにメールで配信します。
　事前登録が必要ですので、次により登録ください。登録
方法は、携帯電話・パソコンなどから右記２次元コードや
下記ＵＲＬへアクセスしてください。
・URL　http://www.bousai-mibu.jp/mail/pub/

・２次元コード

防災メールの配信放送内容の確認（電話応答装置）

☎0282（82）9000

　「放送されていることに途中で気付いた」
「風が強くて放送内容がよく聞こえなかった」
という場合は、次の番号に電話すると放送内容
を聞くことができます。
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　心に不安がある方や悩み、ストレスがある方に対してLINEを使用した相談を
行っています。

午後１時～11時まで（土日祝日含む）
本相談は「LINEアプリ」を使用します。 
２次元コードを読み取るか、URLを入力して、登録してください。 
URLはこちら→https://l in.ee/mEQ70Cr

相談時間
相談方法

こころの相談@とちぎこころの相談@とちぎ

※受診する際は、事前に電話確認をしてからお出かけください。

日　　時

相談内容
相談番号

毎日　　 　午後４時～９時
毎月10日　午前８時 ～ 翌日11日
　　　　　 午前８時の24時間

日　　時

相談内容

平日　午後５時 ～ 翌朝８時30分
土日・祝日・年末年始（12/29～1/3）
24時間
緊急に必要な精神医療相談自殺予防相談

いのちの電話 救急医療相談電話

☎0570（666）990

いのちの電話 救急医療相談電話いのちの電話 救急医療相談電話精神科自殺予防 精神科自殺予防

相談番号☎0120（783）556

平日（月～土曜日）

休日（日曜日・祝日・年末年始）

◆栃木地区急患センター　栃木市境町27-15　☎（22）8699

診療日時

午後７時～10時　内科のみ

内　科　午前９時～午後９時
外　科　午前９時～午後５時
小児科　午後６時～９時

※発熱やせき・息切れ、強いだるさ（倦怠感）などの症状がある場合は、直接受診する前に医療機関に電話相
談し、指示を受けてください。

◆『とちまる救急安心電話相談』
　急な病気やけがについて、経験豊富な看護師が相談に応じます。

月曜日～金曜日　午後４時～翌朝 午前10時
土・日・祝休日　24時間
☎028(623)3344　プッシュ回線＃7119

月曜日～金曜日　午後４時～翌朝 午前10時
土・日・祝休日　24時間
☎028(623)3511　プッシュ回線＃8000

６月２日

６月９日

６月16日

６月23日

６月30日

７月７日

落合3－4－7

藤井1285－14

安塚1184－10

安塚765－15

寿町5－3

（86）6624

（81）0880

（82）5800

（86）0501

（86）6000

（25）5881

福井セントラルクリニック

大 久 保 ク リ ニ ッ ク

壬 生 東 診 療 所

荒 川 内 科 ク リ ニ ッ ク

に し や ま 内 科 ク リ ニ ッ ク

高 橋 と お る ク リ ニ ッ ク

◆壬生町在宅当番医　午前９時～午後５時

内科・小児科

内科

内科

内科

内科

内科・外科

（日）

（日）

（日）

（日）

（日）

（日）

通話料
無料

大人について子どもについて

おもちゃのまち２－４－８

電話番号住　　所診療科目病　　院　　名日　付



イベントの開催状況については、町の公式ウェブサイトを
確認するか、各担当課にお問合せください。６月16日～７月15日

毎月第３日曜日は家庭の日です。
この機会に家族の絆を深めてみませんか？
※一部施設で優待制度があります。（詳細は県ＨＰ参照）
◎問合せ　教育委員会事務局生涯学習課（☎81ー1873）

毎月第３日曜日は
ふれあい育む
　　　　家庭の日

●町県民税…………………（１期及び全期）

　　　　　　　　    納期限　７月１日（月）
６月の
納税等
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７月
1

5
6
7
8
9
10

3

12
13
14
15

16
17

19

22
23
24

20

26

水

木

27

4

21

2

18

25

11

月

火

日

28
29

金

30

こども（行事名） おとな（行事名）日 曜

10か月児健診（13：00～保健福祉センター）

パパとリトミックで遊ぼう（10：00～保健福祉センター）

マミータイム（９：45～児童館）

ベビトレヨガ教室（９：30～保健福祉センター）

子どもの生活と遊び講習会（10：00～子育て支援センターつばめ）
ママと赤ちゃんの相談室（10：00～保健福祉センター）

チャピー合同（９：00～子育て支援センターつばめ）

はじめての児童館（10：00～児童館）
おっぱい相談（10：00～保健福祉センター）
地域子育て支援活動（10：00 ～おもちゃのまちゆうゆ館）

未就園児親子対象教室（なかよしルーム・きらきらコース）（10：00～児童館）
３歳児健診（12：50～保健福祉センター）
チャピー合同（９：00～子育て支援センターつばめ）
地域交流 七夕会（８：30～子育て支援センターつばめ）
地域子育て支援活動（10：00 ～おもちゃのまちゆうゆ館）

未就園児親子対象教室（なかよしルーム・きらきらコース）（10：00～児童館）
１歳６か月児健診（12：50～保健福祉センター）
はじめての児童館（10：00～児童館）
おっぱい相談（10：00～保健福祉センター） 

リズムで遊ぼう（10：00～南犬飼地区公民館） 

産後の骨盤ストレッチ教室（９：30～保健福祉センター）

ファミサポ交流会縁日ごっこ（９：15～子育て支援センターつばめ）

マミータイム（９：45～児童館）
ファミサポ交流会縁日ごっこ（９：15～子育て支援センターつばめ）

行政書士相談（14：00～103会議室）

集団健診（７：30～保健福祉センター）

集団健診（７：30～保健福祉センター）

窓口業務時間延長日（17：15～19：00　本庁住民課・税務課・こど
も未来課・健康福祉課）

窓口業務時間延長日（17：15～19：00　本庁住民課・税務課・こど
も未来課・健康福祉課）

窓口業務時間延長日（17：15～19：00　本庁住民課・税務課・こども未来課・健康福祉課）
集団健診（７：30～南犬飼地区公民館分館）

未就園児親子対象教室（なかよしルーム・きらきらコース）（10：00～児童館）
４か月児健診（13：00～保健福祉センター）

成長記録会・ベビーチャピー（９：30～保健福祉センター）
未就園児親子対象教室（なかよしルーム・にこにこコース）（10：00～児童館）

未就園児親子対象教室（なかよしルーム・にこにこコース）（10：00～児童館）

未就園児親子対象教室（なかよしルーム・にこにこコース）（10：00～児童館）

成長記録会・チャピー（９：30～保健福祉センター）

シルバー人材センター刃物研ぎ（９：00～南犬飼地区公民館分館）
司法書士相談（14：00～103会議室）

土

水

木

月

火

日

土

土

金

金

木

日

月

水

火

月

日

土

月

日

金

木

水

火

シルバー人材センター入会説明会 （13：30～壬生町シルバーワークプラザ研修室 ） 
水道メーター検針（7/1～7/10）
窓口業務時間延長日（17：15～19：00　本庁住民課・税務課・こども未来課・健康福祉課）

シルバー人材センター刃物研ぎ（９：00～シルバーワークプラザ役場
庁舎西）

６月
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令和６年６月１日発行

環境保護のため再生紙を使用しています。

発行人／壬生町役場  〒321-0292 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生甲3841-1　編集／総務部総合政策課情報デジタル係
　　　　電話0282-81-1814　FAX0282-28-6718　壬生町公式ウェブサイト https://www.town.mibu.tochigi . jp

【まちのうごき】●総人口 38,281人（0）　男 18,962人（-6）　女 19,319人（＋6）　●総世帯 16,638（＋37） （　）内は前月比　令和６年４月末現在

次回は８月生まれのアイドルを募集します。 ６月14日（金）締切り

【必要事項】

【申込方法】

【申 込 先】

【備　　考】

　氏名（ふりがな）（複数のアイドルが写っている場合はそれぞれ分か
るように明記してください）、保護者名、生年月日、住所、電話番号
　町公式ウェブサイトの、わが家のアイドル入力フォーム
https://www.town.mibu.tochigi.jp/docs/2014122100034/
から申込みができます
役場総合政策課、稲葉・南犬飼出張所、
子育て支援センターでも受付けています。
壬生町総務部総合政策課情報デジタル係
〒321-0292　壬生町大字壬生甲3841-１
メール　sougo@town.mibu.tochigi.jp
・壬生町在住の９歳以下（一緒に写っているお子さん含む）
に限ります。
・複数の写真を１枚にする、ぼかす、エフェクトを加えるなどの加工はしないでください。
・一度掲載した写真は原則掲載できません。
・写真は掲載後、原則お返しできません。
・町子育てサイトのトップページにもお写真のみ掲載します。

 ん の 場み な 広わが家の
アイドル
わが家の
アイドル
わが家の
アイドル

ほり え    りく と

堀江 陸斗くん
（R2.6.6生）

くろかわ かい と

黒川 凱斗くん
（R1.6.13生）

いしはら  たい が

石原 大雅くん
（R5.6.25生）

やま だ      ゆ  い

山田 結衣ちゃん
（R4.6.2生）

つなかわもとい

綱川 礎くん
（R5.1.6生）

つなかわおうすけ

綱川 旺佑くん
（H26.9.18生）

つなかわあゆむ

綱川 歩くん
（H29.6.26生）

かわ せ      り   ひ   と

川瀬 律陽人くん 
（R5.9.29生）

おくざわ  こう や

奥澤 昊也くん
（H29.6.15生）

お　の  ぐち   ち   な

小野口 千凪ちゃん
（R5.6.21生）

かわ せ   こと  は

川瀬 詩葉ちゃん
（H29.6.12生）

下都賀地区予選 壬生東クラブ優勝
令和６年度栃木県スポーツ少年団軟式野球交流大会

　４月13日（土）、14日（日）の２日間をかけ、壬生町総合
運動場Ａグラウンドを会場に令和６年度栃木県スポーツ少
年団軟式野球交流大会下都賀地区予選が開催されました。
　今大会は４チームのトーナメント方式で開催され、白熱
した試合を制し壬生東クラブが優勝しました。
　壬生東クラブは、第46回栃木県スポーツ少年団軟式野
球交流大会に出場します。

壬生東クラブ 安塚クラブ

優　　勝　　　壬生東クラブ
準 優 勝　　　安塚クラブ
第三位（同率）　壬生レッド、睦ファイターズ

【試合結果】

下都賀地区予選 壬生東クラブ優勝
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